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平成２２年第７回（９月）みなかみ町議会定例会会議録第１号

平成２２年９月８日（水曜日）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

議事日程 第１号
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日程第 ３ 議長諸報告
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平成２２年度みなかみ町下水道事業特別会計補正予算（第２号）につい議案第９２号

て
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平成２１年度みなかみ町スキー場事業特別会計歳入歳出決算認定につい認定第９号

て
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について
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本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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出席議員（１８人）

１番 小 林 洋 君 ２番 内 海 敏 久 君

３番 中 島 信 義 君 ４番 前 田 善 成 君
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な し欠席議員

会議録署名議員

４番 前 田 善 成 君 １３番 小 野 章 一 君

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

職務のため議場に出席した事務職員の職氏名

議会事務局長 鈴 木 初 夫 書 記 深 代 和 恵

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

説明のため出席した者

町 長 岸 良 昌 君 副 町 長 鬼 頭 春 二 君

教 育 長 牧 野 堯 彦 君 総 務 課 長 木 暮 勤 君

総合政策課長 宮 崎 育 雄 君 税 務 課 長 平 原 文 雄 君

会 計 課 長 高 橋 武 志 君 町民福祉課長 関 章 二 君

子育健康課長 青 柳 健 市 君 環 境 課 長 山 賀 晃 男 君

上下水道課長 杉 木 清 一 君 農 政 課 長 篠 田 朗 君

観光商工課長 真 庭 敏 君 地域整備課長 増 田 伸 之 君

教 育 課 長 青 木 寿 君 水上 支所 長 雲 越 栄 一 君

新 治 支所長 永 井 泰 一 君
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開 会

午前９時 開会

みなさん、おはようございます。議 長（久保秀雄君）

今年の夏は観測史上、記録的な猛暑でありましたが、９月に入り朝晩は幾分、秋の気配

など伺われる今日この頃であります。

本日、議員各位におかれましては諸般にわたりご多忙のところ、定刻までにご参集いた

だきまして、誠にありがとうございます。

また、本日は代表監査委員の澁谷正誼さんにおいでいただいております。

お忙しい中、本当にご苦労様でございます。よろしくお願いいたします。

ただ今の出席議員は１８名で定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。

これより平成２２年第７回（９月）みなかみ町議会定例会を開会いたします。

町長あいさつ

本定例会に際し、町長より挨拶の申し出がありましたので、これを許可い議 長（久保秀雄君）

たします。

町長岸良昌君。

（町長 岸 良昌君登壇）

平成２２年９月定例会の開会にあたりまして、一言ご挨拶申し上げます。町 長（岸 良昌君）

議員各位には、本日、議会招集のご案内を申し上げましたところ、早速ご参集賜り厚く

お礼申し上げます。また、代表監査委員の渋谷正誼様にもご出席を頂き、心より感謝申し

上げます。

さて、本日は台風の接近が危惧されているところでございますけれども、９月に入りま

しても、例年になく暑い日が続いております。全国的にも今年の８月は暑さに関するいく

つかの指標が更新されたということで、観測史上、最も暑い夏であったとの評価が定着し

つつあり、猛暑による多くの影響が伝えられているところでございます。

みなかみ町でも猛暑が続いており、農業に対する大きな影響が生じつつある事が懸念さ

れているところでございます。また、指標で見ましても、上水道の使用量も８月で例年の

５％増となっているといったようなことがございます。

一方、観光への影響ですが、他の地方で報告されている猛暑による顕著な落ち込みとい

ったものは報告されておりません。近年、注目を集めていますラフティングをはじめとす

、 。るアウトドアスポーツ 屋外観光は顕著に増加していると聞いているところでございます

なお、高齢者や幼児といった弱者へ対する影響も関係者の気遣いのお陰で深刻な事態は

生じておりません。今しばらく暑さが続く見通しですが、基礎自治体として町が果たすべ

き役割を意識しながら、情報の収集等に心がけてまいります。

次に、ぐんまデスティネーションキャンペーン（以下ＤＣ）について、申し上げさせて
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頂きます。

７月から始まったプレＤＣも９月末でひとまずの区切りを迎えます。

この間、多くの方に訪れていただくために、観光関係者のみならず、地域の方々の参加

を得て、地域資源や地域文化を活用しての企画やイベントを練り上げていただいており、

町の人たちも参加したこの間の活動は、町の活力向上に向かって着々と成果を上げている

と受け止めております。

群馬県の「ぐんまちゃん家」には、わが町の観光振興と情報発信を目的として職員を１

、 。名派遣しているところでございますが ぐんまちゃん家との連携が緊密になっております

また、関係者を直接、ぐんまちゃん家に派遣してメディア関係者への観光情報の提供の

機会を設定させていただきました。これらの成果やイベントのたびにメディア関係者を招

き積極的に紹介したこともあり、プレＤＣ期間中もみなかみ町がテレビ番組であるとか、

地方紙や中央紙への新聞記事への露出回数については、他の観光地や自治体に比べ顕著な

ものがあったと思っております。これについては県や観光関係、各方面から評価をいただ

いているところでございます。

本年度予算の編成時に議会からもご指摘いただいたように、事業や企画を関係者と作り

上げながら一緒に実行していくという、試行錯誤的なところもございましたが、ほぼ当初

の目的を達していると考えておるところでございます。この間、折に触れまして、議員各

位にも積極的に散会いただき感謝しているところでございます。

来年のＤＣ本番に向けまして、年度後半もさらなる情報発信と企画の充実を目的とした

各種事業を展開いたしたく、必要な経費について補正予算に計上しておるところでありま

す。引き続き議員各位の積極的ご参画をお願いする次第でございます。

次に、指定管理の現況でございますが、指定管理者制度の目的については、公の施設の

管理運営について、多様化する住民ニーズに効果的かつ効率的に対応するため、民間事業

者の能力を活用しつつ、利用者サービスの向上と経費節減を図ることにあります。

町においては、平成１８年度よりこの制度を導入しているところでございまして、現在

は４７施設について２８団体企業に施設管理を委託しているところです。

指定管理者制度のメリットや懸念、あるいは課題とされる事項については別の機会に申

し上げるとして、いくつか緊急の課題が生じていますのでご報告申し上げます。

、 、 、まず 遊神館ですが ８月３１日に月夜野振興公社より指定解除の申し出がありまして

基本協定書に基づいて指定を取り消すことになりました。

遊神館は、平成７年に地域の振興活性化を目的に設置された施設でありまして、閉鎖す

ることは難しく、１０月から当面、町が直接管理する必要があろうかと考えておるところ

でございます。このため、議会開会中に具体的なご協議をお願いしなければならないと思

っているところでございます。

また、併設されています百姓茶屋についても、現在、実質的に閉鎖されているところで

ございますが、整備した時の補助目的を達成するよう県からも指導をいただいているとこ

ろで、用途変更について検討しているところでございます。

最後に㈱ヤマキの整備状況につきまして、ご報告させて頂きます。
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ヤマキ㈱が昨年１１月に着工しました工場上屋については、８月末に完成したとの報告

を受けております。今後、製造機会・設備の据え付けを行い、試験操業を経て、平成２３

年１月に本格操業の予定と伺っております。

職員採用に関しましては、平成２２年４月に新卒者２０名及び中途者２名を採用し、現

在愛媛県において研修中でございます。

これからの予定でございますが、操業開始時のみなかみ工場における従業員数を７０名

体制で行うために、愛媛の工場及び関連企業からの出向者３４名を加えて、今後１４名の

契約社員として採用する予定ということでございます。

、 、 、議員各位ご存知のとおり 当初 工場の従業員体制は１２０名と伺っておりましたので

５０名少ない７０名体制でスタートされるということでございます。

したがいまして、新規雇用を比較しても、当初想定していた１００名という数字が３６

名という事で大幅に少なくなります。

また、雇用形態につきましても、時間給による契約社員というものを追加で採用すると

いう形で契約社員の割合が多くなってきております。

これらにつきまして、ヤマキ㈱の立場としては、企業の経営上、コストを重視する、あ

るいは現在の生産量を勘案する、人件費を抑制するという判断が出てくるということはあ

ろうかと思いますが、町としましては、誘致企業として来ていただいた、あるいは町とし

ても立地について支援申し上げてきている、ならびに立地協定時に地元雇用、あるいは地

元の活用についてもそれらの考えに基づいて立地協定を結んだということがございます。

具体的に申し上げますと、雇用者数の確保、そして雇用形態の改善等について、８月３

１日付けの文書をもってヤマキ㈱に私の名前で申し入れたところでございます。

若干の説明は受けておりますが、今後、９月１５日に申入書に関わる打合せを行いたい

との連絡を頂いておりますので、雇用確保を中心として、各種の地元要望を伝えたいと考

えておるところでございます。

本定例会に提案いたします案件でございますが、会社の経営状況の報告等の報告事項が

７件、決算認定が１２件、議案として委員の任命、契約の締結、みなかみ町過疎自立促進

計画の策定、条例の一部改正、補正予算等でございます。

よろしくご審議の上、ご議決賜りますようにお願い申し上げます。

議員各位におかれましては、ご自愛の上、審議にご精励下さいますようお願い申し上げ

て、開会にあたりましてのご挨拶とさせて頂きます。よろしくお願いいたます。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

開 議

これより本日の会議を開きます。議 長（久保秀雄君）

本日の会議は、お手元に配布いたしました議事日程第１号のとおりであります。

議事日程第１号により、議事を進めます。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――



- 7 -

（ ）第 号H22-7 9.8 1

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。議 長（久保秀雄君）

会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、議長において指名いたします。

４番 前 田 善 成 君

１３番 小 野 章 一 君 を指名いたします。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２ 会期の決定

日程第２、会期の決定を議題といたします。議 長（久保秀雄君）

本定例会の会期につきましては、議会運営委員会にも諮りまして、本日９月８日より、

９月１７日までの１０日間としたい考えであります。

これにご異議ございませんか 。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（久保秀雄君）

よって、本定例会の会期は、本日より９月１７日までの１０日間と決定いたしました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第３ 議長諸報告

日程第３、議長諸報告を行います。議 長（久保秀雄君）

６月定例議会後の閉会中の主な事件について、ご報告を申し上げます。

最初に、広域関係の会議結果を申し上げます。

、 、７月１３日 利根沼田文化会館において 広域議員協議会と郡町村議会議長会が開催され

、例年行われている平成２２年度利根郡町村議員・事務局長研修会の開催について協議され

今年度は１０月２１日、２２日の両日、片品村の岩鞍リゾートホテルで行われることにな

りました。この他、報告案件が５件、その他の事項が４件、話し合われました。

利根地方総合開発協会理事会が行われ、各町村から出された３０項目の要望８月２３日

について精査し、請願・陳情、地域からの要望に整理し、理事会にかけました。

次に６月定例会以降、４つの道路期成同盟会の総会等が開催され、出席してまいりまし

たが、一般国道１７号新三国トンネル開削促進期成同盟会は、旧新治村当時より、取り組

んできた案件でありましたが、この度、大沢知事も現地踏査を行い、明るい方向が見えて

きたことに期待をしているところでございます。

浦和まつり、 取手まつりに参加をしてまいりました。７月１８日 ８月１４日

、「 」 、 、浦和まつりは 市民会館うらわ を会場に さいたま市と友好都市を結んでいる当町や

新潟県南魚沼市、福島県南会津町、千葉県鴨川市が参加し、市の幹部と情報交換をしてま

。 、 、 、 、いりました また 取手まつりでは 同じく副市長や市の幹部 商工会女性部の皆さんと
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情報交換を行ってきました。

この他に、６月から８月にかけて、山開きやスポーツ行事、夏祭りなど各種の催しに参

加しております。

各種の詳細については、事務局に保管してありますので、そちらをご覧下さい。

これにて、議長諸報告を終わります。議 長（久保秀雄君）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第４ 請願・陳情文書表

日程第４、請願・陳情文書表についてを議題といたします。議 長（久保秀雄君）

今期定例会において、本日までに受理しました請願・陳情はお手元に配布いたしました

請願・陳情文書表のとおりであります。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

平成２２年第７回（９月）みなかみ町議会定例会請願文書表

番 請 願 件 名 請 願 人 受 理 年 月 日

号 請 願 趣 旨 紹 介 議 員 付 託 委 員 会

平成２２年７月９日

請 子持神社社殿(県指定重要文化財)

願 の修復について 総務文教常任委員会

第 森下 直 河合 幸雄

３

【請願趣旨】号

子持ち神社は、上牧と下牧が牧村と呼ばれていた時代の鎮守として祀られたもので、牧村が

上牧と下牧に別れたのが、文治年間（ ～ ）と言われていることから、それ以前の創建1185 89

と思われます。鎮座地は、上牧地内小松５２８番地です。

、 、 、 、本殿は 一間社流造 拝殿は正面三間 側面二間入母屋造で本殿・拝殿ともに覆屋がかかり

八棟造りと言われ、特異な態を示しています。

祭日は、５月５日の春の大祭をはじめ、夏と秋を含め年３回行い、地域の安寧を祈願してい

ます。昭和５２年１２月２５日に件の重要文化財に指定されました。

近年、社殿の屋根をはじめ、側面、床等の損傷が著しく、その修理を実施しなければなりま

せん。ここに見積書を添えて修理に関する請願書を提出いたします。

貴職におかれましては、当社殿損傷の現状をご理解くださり、特段のご高配を賜りますよう

お願い申し上げます。

１．子持神社社殿を修復してください。【請願事項】

みなかみ町上牧２０６６－３

上牧区長前田清一ほか２人
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みなかみ町湯原６３６

湯原区長鈴木俊夫ほか４人

平成２２年第７回（９月）みなかみ町議会定例会請願文書表

番 請 願 件 名 請 願 人 受 理 年 月 日

号 請 願 趣 旨 紹 介 議 員 付 託 委 員 会

平成２２年８月１１日

請 水上温泉街の活性化対策について

願 産業観光常任委員会

第 森下 直 林 喜美雄

４

【請願趣旨】号

水上温泉は、上越線開通以来、首都圏から多くの観光客が温泉につかると共に、谷川岳の急

峻な山岳景観と利根川上流域の渓谷美に癒される温泉地として発展してきました。

しかしながら、高度成長期の団体旅行から個人旅行や海外旅行に観光スタイルが変化すると

共に、観光客の求める価値観・ニーズの多種多様化に対応できなかった多くの観光地が疲弊し

てしまいました。水上温泉もその一つであり、１９８０～９０年の景気高揚時に宿泊客のピー

クを迎えたものの、その後、宿泊客は激減し、倒産による廃業や民事再生法の適用を受け再建

中のホテルなど、かつて賑わいを見せていた温泉街の面影もない状態に貧しています。

幸いにも、この地の雄大な自然を活用したラフティング、バンジージャンプなどのアウトド

アスポーツが年々盛んになってまいりました。

特色ある観光地づくりを進めることにより、水上温泉の活性化も夢ではありません。

旧蒼海ホテルの土地建物については、株式会社整理回収機構が現在債権を保有しており、そ

の処分権を持っていると聞いております、

つきましては、旧蒼海ホテル敷地を町により取得し、体験型施設として周辺を整備し、ＪＲ

水上駅、利根川遊歩道、水紀行館、諏訪峡遊歩道、阿能川親水公園とを結ぶ拠点としていただ

きたい。
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平成２２年第７回（９月）みなかみ町議会定例会請願文書表

番 請 願 件 名 請 願 人 受 理 年 月 日

号 請 願 趣 旨 紹 介 議 員 付 託 委 員 会

平成２２年８月３０日みなかみ町布施１５８７

請 澤浦由樹 賛同者４人ほか

願 旧月夜野第一中学校跡地に ソフトボール保護者会一同

第 水洗トイレを設置に関する 森下 直 鈴木 勲 総務文教常任委員会

５ 河合 生博 林 一彦

号 阿部 賢一 中島 信義

内海 敏久

【請願趣旨】

利根商ソフトボール部の保護者より、旧月夜野第一中学校跡地をグラウンドとして使用させ

ていただいておりますが、トイレのことでお願いがございます。

仮設トイレを設置していただいておりますが、悪臭のために使用できる状態ではなく、現在

は茂左衛門のトイレを借りている状態です。

他校を招いての練習試合の時などは、トイレの場所を説明するのも大変で体調の悪い時など

はトイレが遠くて大変不便をしております。

教育環境整備としても是非とも水洗トイレの設置をお願いいたします。

【請願事項】

旧月夜野第一中学校跡地に水洗トイレの設置を請願いたします。

・男子トイレ１個、男女共用トイレ 個、手洗い所 個の設置を希望。1 1

トイレの運営としまして、トイレ掃除はソフトボール部員が責任を持って掃除し、清潔に管

理していきます。使用しない時は、カギを掛け、カギの管理は利根商ソフトボール部とみなか

み町で管理をする。以上、ご検討をお願いいたします。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
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平成２２年第７回（９月）みなかみ町議会定例会陳情文書表

番 陳 情 件 名 陳 情 人 受 理 年 月 日

号 陳 情 趣 旨 紹 介 議 員 付 託 委 員 会

平成２２年８月４日

「そば・うどんの里づくり」・「フルー陳

情 産業観光常任委員会ツ・ベジタブル園」の建設について

第

２

【陳情要旨】号

30.4今日の農村社会の実情は 急激な農業離れと人口減少 さらには高齢化社会 みなかみ町、 、 （

％）が進み、その存続に警鐘を鳴らしています。その現れが年々増える不耕作農地であり、こ

のままでは農村社会そのものが崩壊してしまいます。

このような状況下にあって、(財)新治農村公園公社は、行政と緊密な連携のもと、元気で活

力ある美しい農村社会の創造に向けて、大胆且つ的確な方策に取り組みたいと考えています。

その一つとして 「そば・うどんの里づくり」を提案します。、

大型機械を導入して町内の遊休農地を集積・整備します。そこに蕎麦・小麦を栽培し、収穫

したものは旧新治保育園を活用し設置する（仮称 「そば・うどん工房」で製品化し、町内・）

近隣の直販はもとより、大手食品メーカーへの提供、さらに冷凍食品にしてネットを利用して

販売します。生産・加工・販売までを一体化した本物志向のそば・うどんづくりを行います。

二つめは、猿ヶ京の温泉熱を利用した施設園芸の推進であります。猿ヶ京地内に温泉熱を利

用した温室（ フルーツ・ベジタブル園 ）を建設し、今までのフルーツ公園での実験成果をふ「 」

まえて、イチゴ栽培をはじめとする果物づくり、さらには季節ごとの野菜栽培を行い、観光と

農業の一体化を図る提案であります。イチゴ栽培は、観光の端境期である冬から春にかけての

集客に期待ができます。今、観光産業の低迷は憂慮すべき事態ですが、その打開策は他の観光

地にない「新治らしさ」を創出するところにあると考えます。

「温泉」という地域の自然資源を果物・野菜栽培に活用することにより、特色ある観光農業

の振興が図られ、雇用拡大へとつながります。いずれにしましても、根底には不耕作地の解消

対策、また進み来る高齢化社会に向けた農村社会の活性化対策という大きな目標があります。

何卒、本趣旨をご理解願い、ご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます。

【陳情事項】

１ 「そば・うどんの里づくり」について．

そば・うどんの生産・加工・販売は公社が主体で担当いたしますので、町において下記の機

械等の整備をしていただきたい。

１）農作業機械 トラクター２台、コンバイン１台、その他付属機械

２）製粉機、製麺機、冷凍庫、その他 機械導入の詳細は別紙のとおり

みなかみ町須川８４７

(財)新治農村公園公社

理事長 鈴木 和雄
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２．フルーツ・ベジタブル園について

公社が主体となり、果樹・野菜の栽培、施設の管理を行いますので、町において温室施設及

び附属設備の整備をしていただきたい。(施設整備の詳細は別紙のとおり)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

以上、所管の委員会に付託しますので、よろしくお願いいたします。議 長（久保秀雄君）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第５ 閉会中の継続調査に関する委員長報告（常任委員会研修視察報告）について

１．産業観光常任委員会視察（長野県昼神温泉観光局・飯田市伊奈谷道中）

日程第５、閉会中の継続調査に関する委員長報告（常任委員会研修視察報議 長（久保秀雄君）

告）についてを議題といたします。所管の委員長報告を求めます。

産業観光常任委員長河合生博君。

（産業観光常任委員長 河合生博君登壇）

これより産業観光常任委員会の行政視察報告をさせていただき産業観光常任委員長（河合生博君）

ます。去る７月２８～２９日の２日間にわたり、長野県阿智村と飯田市の伊奈谷道中に、

研修視察に行ってまいりました。皆さんに配付してあります資料を抜粋して、ご報告申し

上げます。

－ 以下、抜粋を掲載 －

みなかみ町議会産業観光常任委員会行政視察研修報告

参加者 産業観光常任委員会 河合生博 阿部賢一 河合幸雄 鈴木 勲 中島信義 内海敏久

議長 久保秀雄 議会事務局長 鈴木初夫

観光課長 真庭 敏 ＤＣ推進室局長 田村雅仁 計１０人

１ 日 程 平成２２年７月２８日（水）～２９日（木）

２ 視察先 第１日目 長野県下伊那郡阿智村 昼神温泉観光局

第２日目 長野県飯田市 歴史と文化のテーマパーク伊那谷道中

３ 目 的 現在、群馬県でプレＤＣが開催中ですが、その前段として今年長野県で本ＤＣを実施

するという中において、その運営や取り組みを研修する。

４ 説明者 昼神温泉エリアサポート代表取締役 木下昭彦氏局長
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５ 昼神温泉の概要

昼神（ひるがみ）温泉は、長野県下伊那郡阿智村（旧国信濃国）にある温泉である。

年（昭和 年） 月 日 国鉄中津川線建設工事のトンネル掘削のボーリング中に1973 48 1 14 -

昼神湯ノ瀬地区で温泉が湧出。

年（昭和 年） 月 日 湯の洞地籍において試掘開始。1973 48 11 9 -

年（昭和 年） 月 日 掘削深度４０．２ で泉温３２．５℃、２００Ｌ 分の1973 48 11 28 - m /

温泉が湧出

年（昭和 年） 月 日 温泉開発のため阿智開発公社を設立1975 50 6 23 -

年（昭和 年） 月 日 村営保養センター「鶴巻荘」を設置1976 51 2 20 -

年（昭和 年） 月 日 昼神温泉観光センターを設置1988 63 3 30 -

６ ㈱昼神温泉エリアサポート（昼神温泉観光局）について

昼神温泉は、長野県下伊那郡阿智村（旧国信濃国）にある温泉である。昭和４８年に国鉄中津

川線建設工事のトンネル掘削のボーリング中に昼神湯ノ瀬地区で温泉が湧出した。

温泉地としては歴史が浅く、当時は村営１軒、民営１軒の旅館経営であり、最盛期は中央道の

整備で追い風もあり、２７軒の旅館があったが、バブル崩壊後、右肩下がりとなり現在では２０

軒の状況であります。そこで、村の施策として、㈱エリアサポートが立ち上げました。

木下氏曰く 「昔の温泉地は、旅行代理店（エージェント）と仲良くすれば済んだ。、

今はエージェントが要らなくなった。ダイレクトでお客さんを呼ぶ時代である。それを誰も気

づかない。

投資し、公共施設を造ってきた。このまま旅館任せだけでは昼神が駄目になってしまう 」とい。

うことで４年前にエリアサポートの会社を阿智村出資で作りました。

阿智村そのものは元々観光協会、温泉組合、商工会もありましたが、村の基本的なサポートは

昼神温泉エリアサポートでありました。

７ 信州ＤＣについて

(１)信州ＤＣテーマ「未知を歩く」にもとづいた新たな取り組みとその運営手法

（特別仕立てのメニューや食の取り組みなど）

(２)旅行エージェント等の企画商品造成の状況

(３)おもてなし体制の取り組み方策

８ 南信州ＤＣプロジェクト会議

平成２２年１０月～１２月の３ヶ月間にＪＲが展開する「信州ディスティネーションキャンペ

ーン（信州ＤＣ 」に向け、伊那路エリアでは飯田観光協会・阿智村観光協会・下伊那地方事務所）

・南信州広域連合の４組織を主体として「南信州ＤＣプロジェクト会議」を立ち上げた。

このキャンペーンを契機として、地域の関係者が一体となって観光に繋がる資源を磨きあげ、

地域に観光客を誘致する継続的なシステムを作り、地域の活性化を図ることが目的である。
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総括として、みなかみ町の観光事業を見るときに、観光関連組産業観光常任委員長（河合生博君）

織に従事する戸数は、約３割強であると思う。

過去の観光客の入り込みを比較してみると、宿泊客数は平成２年が約２４０万人、平成２

１年１１０万人で半分以下であると思われます。

日帰り客数は平成３年頃から、大きく変化はないように報告されております。

みなかみ町の存続に関わる観光関連事業であり、観光なくしてみなかみ町はあり得ない。

この事業部門を官民上げて活性化する事が、みなかみ町の発展に繋がると考えます。

それには「組織は人なり」であろうと視察を通じてつくづく感じた次第であります。

みなかみ町にも観光協会、旅館組合、民宿組合等々様々な組織団体がありますが、その組織

に加盟している一般加入者が、心からその組織を必要としているかどうか、組織が有意義な

稼働をしているかどうか、非常に疑問であります。みなかみ町の観光の落ち込みの回復は、

まだまだ可能性があると考えられます。

観光に必要な自然及び名所、１８湯の源泉、農産物をはじめとした地元産物、様々な施設

等々の素晴らしい素材を生かしきれば、大きく伸ばすことが出来ると確信しております。

ただ時代の流れ、風評の中でと言いながら、多くの事業者が現実を直視していなかったの

が、観光事業が大きく凹んだ理由の大半であろうと思います。

以上が、我々産業観光委員会の視察の感想であります。

ぜひ当局も、より一層の努力をしていただき、我々産業観光委員会も、他人事ではなく、

政策提言をして、より一層のみなかみ町の活性化に寄与していきたいと思います。

以上、申し上げまして、産業観光常任委員会研修視察報告といたします。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

、 （ ）議 長 久保秀雄君（ ） 以上で 閉会中の継続調査に関する委員長報告 常任委員会研修視察報告

についてを終わります。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第６ 発議第９号 議員派遣の件について

日程第６、発議第９号、議員派遣の件についてを議題といたします。議 長（久保秀雄君）

お諮りいたします。

議員派遣の件については、別紙のとおり議員を派遣することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（久保秀雄君）

よって、発議第９号、議員派遣の件については、別紙のとおり、議員を派遣することに

決定いたしました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
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日程第７ 報告第 ９ 号 一般会計継続費精算報告書について

報告第１０号 株式会社水の故郷の経営状況の報告について

報告第１１号 株式会社月夜野振興公社の経営状況の報告について

報告第１２号 株式会社猿ヶ京温泉夢未来の経営状況の報告について

報告第１３号 月夜野クラフトビール株式会社の経営状況の報告について

報告第１４号 訴えの提起に関する専決処分報告について

報告第１５号 平成２１年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率について

日程第７、報告第９号、一般会計継続費精算報告書についてから、報告第議 長（久保秀雄君）

１５号、平成２１年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率についてまで、以上７

件を一括議題といたします。

町長より、一括して報告の説明を求めます。

町長岸良昌君。

（町長 岸 良昌君登壇）

報告第９号から１５号について、一括してご報告申し上げます。町 長（岸 良昌君）

まず、 について、説明させていただきます。報告第９号、一般会計継続費精算報告書

埋蔵文化財調査事業では、未刊行であった埋蔵文化財発掘調査報告書を２０年度から２

１年度まで２ヶ年で作成しました。

支出総額は１０５３万３千円となり、上津地区遺跡群Ｉ報告書ほか９遺跡の発掘調査報

告書を刊行し、事業の全てを完了することができました。

報告第１０号、株式会社水の故郷、報告第１１号、株式会社月夜野振興公社、報告次に

第１２号、株式会社猿ヶ京温泉夢未来、報告第１３号、月夜野クラフトビール株式会社の

申し上げます。経営状況の報告について

それぞれ各社より報告がありましたので、地方自治法第２４３条の３第２項の規定によ

り議会に提出するものであります。

次に、 につきまして報告をさせていただき報告第１４号、訴えの提起に関する専決処分

ます。名義人である議案書に記載の者は、平成１３年４月より現町営住宅に入居し、平成

１９年２月から本年８月までの２８ヶ月分、５９万６千円が未納となっております。

この滞納者に対して、町は再三にわたり家賃納付の催告をしましたが応じず、家賃の納

付に対して誠意が見られないことから、訴訟の提起に及んだ次第であります。

また、 連帯保証債務がある記載の保証人に対しても債務履行を請求する訴訟を提起いた

しました。

最後に、 について、説明させていただきます。この報告は、地方公共団体報告第１５号

の財政の健全化に関する法律に基づき、平成２１年度決算における健全化判断比率及び資

金不足比率を報告するものでございます。

まず、健全化判断比率は、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来
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負担比率の４つの指標となっています。このうち実質赤字比率と連結実質赤字比率につい

ては黒字であり、算定されませんでした。３つ目の実質公債費比率は１７．２％となり、

早期健全化基準の２５％を下回っております。

なお、起債借入の際に必要とされる群馬県知事の許可と公債費負担適正化計画の策定に

、 。 ．ついても その基準値１８％を下回ることができました ４つ目の将来負担比率は１００

３％となり、早期健全化基準の３５０．０％を大幅に下回っております。

次に、公営企業会計に係る資金不足比率ですが、資金不足比率は公営企業における資金

不足額の事業規模に対する割合で、経営健全化基準は２０％となっております。

平成２１年度決算に基づく資金不足比率は、水道事業会計から温泉事業特別会計まで全

て黒字であるために、資金不足は算定されませんでした。

以上、平成２１年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について、何れも問

題はなく、ここに報告させていただきます。

なお、監査委員の意見については、監査委員から提出されました決算審査意見書のとお

りでございます。

以上をもちまして、報告第９号から１５号についてのご報告とさせていただきます。

以上で報告第９号、一般会計継続費精算報告書についてから、報告第１５議 長（久保秀雄君）

、 。号 平成２１年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率についてまでを終わります

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第８ 議案第８２号 みなかみ町教育委員会委員の任命について

日程第８、議案第８２号、みなかみ町教育委員会委員の任命についてを議議 長（久保秀雄君）

題といたします。

教育長牧野堯彦君の退席を求めます。

（教育長 牧野堯彦君 退席）

町長より、提案理由の説明を求めます。議 長（久保秀雄君）

町長岸良昌君。

（町長 岸 良昌君登壇）

議案第８２号、みなかみ町教育委員会委員の任命についてご説明申し上げ町 長（岸 良昌君）

ます。現教育委員の牧野堯彦氏が１１月２５日をもって任期満了となりますが、引き続き

牧野氏を教育委員に任命いたしたく、議会の同意を求めるものであります。

牧野堯彦氏は、平成１８年１１月２６日から教育委員に就任され、平成２０年１１月か

ら１年間、みなかみ町教育委員会委員長として、また平成２１年１１月２６日から教育長

としてご活躍を頂いております。

豊富な教育経験を持ち、人格、識見に優れ、誠実円満なお人柄であり、今後も教育委員

として、みなかみ町の教育振興にご活躍いただけるものと期待いたしております。

なお、任期につきましては、平成２２年１１月２６日から平成２６年１１月２５日まで

の４年間であります。
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「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第４条第１項の規定により、牧野堯彦氏

の任命について、議会の同意を得たく提案するものであります。

よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。

提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。議 長（久保秀雄君）

議案第８２号について、質疑はありませんか。

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第８２号の質疑を終結いたします。議 長（久保秀雄君）

これより議案第８２号について、討論に入ります。

まず、反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に賛成討論の発言を許します。議 長（久保秀雄君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第８２号の討論を終結いたします。議 長（久保秀雄君）

議案第８２号、みなかみ町教育委員会委員の任命についてを採決いたします。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（久保秀雄君）

よって、議案第８２号、みなかみ町教育委員会委員の任命については、原案のとおり同

意されました。

教育長牧野堯彦君の退席を解きます。

（教育長 牧野堯彦君 入場・着席）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第９ 議案第８３号 平成２２年度みなかみ町水上地区スクールバス購入契約

の締結について

日程第９、議案第８３号、平成２２年度みなかみ町水上地区スクールバス議 長（久保秀雄君）

購入契約の締結についてを議題といたします。

町長より、提案理由の説明を求めます。

町長岸良昌君。

（町長 岸 良昌君登壇）

議案第８３号について、ご説明申し上げます。町 長（岸 良昌君）

みなかみ町立水上小学校及びみなかみ町立幸知小学校の統合に伴い、遠距離通学の対象

になる幸知小学校区の児童の送迎に使用するため、新たにスクールバスを購入するもので

あります。

この車両購入にあたりましては、水上地区の冬期間の積雪状況などを考慮し、安全上の

配慮から、４ＷＤ仕様の車両の購入が必要と判断いたしました。４ＷＤ仕様の車両は、三

菱ふそうトラック・バス株式会社１社のみの取り扱いとなっておりまして、また代理店販
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売は行っておりません。

８月３０日に見積入札を行った結果、契約金額８１７万９５００円（消費税込み）での

落札が決定いたしました。当該者を契約の相手方として購入契約を締結したく地方自治法

第９６条第１項第８号の規定により、議会の議決を求めるものであります。

よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。

提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。議 長（久保秀雄君）

議案第８３号について、質疑はありませんか。

１１番島崎栄一君。

スクールバスなんですけども、新治地区の小学校を統合された初年度、バ１ １ 番（島崎栄一君）

スが乗り切れないということで、猿ヶ京地区では一部ですね、乗れる人もいるけれども、

一部は路線バスで通えということで関越バスの方に頼んで通学に路線バスを使って通って

いました。

それから、旧水上地区は、路線バスは以前から利用していたと思うのですけども、幸知

地区を見ますとやっぱり路線バスがあります。

それから、新治地区と違って、水上の場合は谷が狭いので路線バスに乗って地区に出て

くる距離も短いので、路線バスを利用すれば、通学に使えるんじゃないか。

わざわざ買わなくても路線バスの利用の方が経費的にも安く済むんじゃないかなと思い

ますし、また、路線バス自体も地域の足として維持していかなければならないものですか

ら、通学利用する中で乗客数を増やせば、そういう路線バスの維持という目的にも合うん

じゃないかと思うんですけども、そういう検討はなされたんですか。

町長岸良昌君。議 長（久保秀雄君）

ただ今の件でございます。町 長（岸 良昌君）

ご説明申し上げましたように、幸知小学校区の児童の送迎にスクールバスを利用すると

いうのが原則でございます。今ご指摘のありました個別事項について、必要があれば教育

課長の方から、補足させますけれども、路線バスの活用を含めて検討し、そしてまた当該

の保護者、関係者と協議の上、幸知小学校の児童の送迎にはスクールバスを使用するとい

う原則でいくと考えております。

教育課長青木寿君。議 長（久保秀雄君）

（教育課長 青木 寿君登壇）

ただ今の件でございますけれども、路線バスの協議等はいたしました。教育課長（青木 寿君）

路線バスについては、土合の方から来るバスについては、子供の時間帯に合うバスがご

ざいません。それから、綱子方面から来るバスについても、一応水上駅経由のバスについ

ては、朝方の時間帯はあるのですが、学校の経営時間に相応しい時間帯というのが問題が

あるということで、路線バスの活用というのは幸知方面地区については対象から外させて

いただきましました。

また、我々が統合の説明をしている段階で、保護者の方々や地域住民の方々から、子供

たちの安全性を考えて路線バスではなくてスクールバスでの対応をお願いしたいというこ

とで、地域の方々の要望をいただいておりますので、出来るだけ地域の方々の要望に添う
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ようにということでスクールバスの対応とさせていただきました。

ほかに質疑はありませんか。議 長（久保秀雄君）

１１番島崎栄一君。

土合方面の時間帯がないということ、それから幸知の方の時間帯が少し合１ １ 番（島崎栄一君）

わないということなんですけども、ダイヤ改正っていうんですか、そういうところまで踏

み込んで関越バスとの相談ていうのはしたのですか。

教育課長青木寿君。議 長（久保秀雄君）

（教育課長 青木 寿君登壇）

今のご質問でございますけれども、関越バスとの協議というそのもの、ダ教育課長（青木 寿君）

イヤ改正についてはしてございませんけれども、ただ幸知小学校の子供たちが乗れる時間

帯ということを関越の営業の方々を交えて協議させていただきましたので、その時に関越

の方々からの路線改定という話はなかったということでございます。

ほかに質疑はありませんか。議 長（久保秀雄君）

１０番原澤良輝君。

補正予算の予算書などを見ると、スクールバスの購入の経費が過疎債とな１ ０ 番（原澤良輝君）

っているのですが、これは過疎債ということなのでしょうか。それと予定価格というのを

立てたのでしょうか。

総合政策課長宮崎育雄君。議 長（久保秀雄君）

（総合政策課長 宮崎育雄君登壇）

財源について、お答えいたします。総合政策課長（宮崎育雄君）

当初は、過疎の計画が出来ておりませんでしたので、通常の合併特例債を予定していた

のですけれども、今度の過疎計画の中では過疎債を適用するという考え方で補正予算の方

で過疎債に切り替えてございます。

教育課長青木寿君。議 長（久保秀雄君）

（教育課長 青木 寿君登壇）

契約に当たりまして、予定価格を立てたかというご質問でございますけれ教育課長（青木 寿君）

ども、予定価格につきましては、こちらで設定させていただきました。

予定価格は８１０万円、これは税抜きでございますけれども、落札価格が７７９万円で

ございます。９６％の落札率ということでございます。よろしくお願いします。

ほかに質疑はありませんか。議 長（久保秀雄君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第８３号の質疑を終結いたします。議 長（久保秀雄君）

これより議案第８３号について、討論に入ります。

まず、反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に賛成討論の発言を許します。議 長（久保秀雄君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第８３号の討論を終結いたします。議 長（久保秀雄君）
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議案第８３号、平成２２年度みなかみ町水上地区スクールバス購入契約の締結について

を採決いたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（久保秀雄君）

よって、議案第８３号、平成２２年度みなかみ町水上地区スクールバス購入契約の締結

については、原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１０ 議案第８４号 みなかみ町過疎地域自立促進計画の策定について

日程第１０、議案第８４号、みなかみ町過疎地域自立促進計画の策定につ議 長（久保秀雄君）

いてを議題といたします。

町長より、提案理由の説明を求めます。

町長岸良昌君。

（町長 岸 良昌君登壇）

議案第８４号、みなかみ町過疎地域自立促進計画の策定について、ご説明町 長（岸 良昌君）

申し上げます。

平成２２年４月１日に施行されました「過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する

法律」に基づき、みなかみ町は過疎地域となりました。

したがって、過疎対策事業債等の財政上の特別措置を受けることができますが、そのた

めには、計画の策定が必要となります。このため、平成２２年度～平成２７年度までの６

年間を計画期間として、過疎地域自立促進計画を策定する次第です。

本計画は、同法第６条の規定により、群馬県が定める自立促進方針に基づき、予め県と

の協議を行い、議会の議決を経て定める必要があります。既に県との協議が終了しており

ますので、本議会へ提案するものであります。

計画策定の考え方としては、先に策定された第１次みなかみ町総合計画の基本目標であ

る「産業が育ち持続するまち 「誰もが安心でき安全でゆとりを感じるまち 「豊かな自」、 」、

然と共生するまち 「交流による魅力と活力にあふれるまち 「豊かな心と文化を育むま」、 」、

ち 「住民とともに歩む健全なまち」を実現するための施策や事業を計画に盛り込み、過」、

疎対策事業債を最大限に活用できるようにしました。

この計画に盛り込まれた施策や事業を実現することにより、恵まれた豊かな自然を活か

しつつ、町の基幹産業である観光と農業の振興を図るとともに、町民と都市住民の双方に

とってかけがえのない地域を創ってまいりたいと考えております。

なお、今回の法律改正により、新たに新設されましたソフト事業については、産業の振

興を図ることが自立促進につながるとの観点から、主に地場産業の振興と地産地消に資す

る開発研究費及び初期投資の支援を図るための基金を創設し、計画的に運用することにし

ています。

計画内容の骨子を申し上げますと、第１章は、基本的な事項である町の概況、人口及び
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産業の推移と動向、町行財政の状況、地域の自立促進の基本方針及び計画期間を記述して

おります。

第２章は、産業の振興として、農業の充実、林業の充実、商業の充実、観光の充実、企

業誘致の推進、企業の育成支援等について示しています。

第３章は、道路、交通、通信施設の整備、並びに情報化や地域間交流の促進について示

しています。

第４章は、生活環境の整備として、上下水道事業、衛生施設、環境対策、町営住宅、消

防防災施設について示しています。

第５章は、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進として、高齢者等の保健、福祉の対

策、子育て支援の充実について示しています。

第６章は、医療の確保として、地域医療の充実について示しています。

第７章は、教育の振興として、学校教育、社会教育、社会体育の充実について示してい

ます。

第８章は、地域文化の振興等として、芸術文化の充実、伝統的地域文化・文化財の継承

と保全について示しています。第９章は、集落の整備について示しています。

最後に第１０章は、その他、地域の自立促進に関し必要な事項として、行財政改革の推

進、協働のまちづくりの推進、景観形成の推進、地籍調査について示しています。

以上が計画の骨子ですが、この計画を議決して頂いた暁には、国や県の財政支援を受け

ながら過疎対策事業債を計画的に活用してまいりたいと考えています。

なお、社会情勢の変化などに伴い、事業内容の見直しや追加が生じた場合は再度、県と

の協議の上、議会の議決を経て、本計画を変更し対応する予定でございます。

よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。

町長の提案理由の説明が終了いたしました。議 長（久保秀雄君）

お諮りいたします。

議案第８４号の質疑以降については、後日の本会議において審議したいと思いますが、

これにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（久保秀雄君）

よって、議案第８４号、みなかみ町過疎地域自立促進計画の策定についての質疑以降に

ついては、後日の本会議において審議することに決定いたしました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１１ 議案第８５号 みなかみ町観光体育施設条例の一部を改正する条例について

議案第８６号 みなかみ町猿ヶ京温泉交流公園条例の一部を改正する条例について

日程第１１、議案第８５号、みなかみ町観光体育施設条例の一部を改正す議 長（久保秀雄君）

る条例について、議案第８６号、みなかみ町猿ヶ京温泉交流公園条例の一部を改正する条

例について、以上２件を一括議題といたします。
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町長より、一括して提案理由の説明を求めます。

町長岸良昌君。

（町長 岸 良昌君登壇）

議案第８５号、８６号について、一括してご説明申し上げます。町 長（岸 良昌君）

まず、議案第８５号、みなかみ町観光体育施設条例の一部を改正する条例ですが、藤原

字山口の「山口第２町営テニスコート」及び藤原字関ヶ原の「関ヶ原町営テニスコート」

が、すでに用途廃止となっておりますので、条例から削除するための改正でございます。

次に議案第８６号、みなかみ町猿ヶ京温泉交流公園条例の一部を改正する条例ですが、

町有施設であります猿ヶ京温泉交流公園の「まんてん星の湯」の和室（個室休憩室）の使

用料は、１時間１２００円で、延長の場合は１時間単位で使用料を支払っていただくとい

う形になっております。

実質上、割高感からか、使用料あるいは使用頻度が年毎に減少しております。このよう

なことから、使用料を３時間１２００円とし、延長の場合には１時間につき４００円に改

正するものでございます。

よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。

提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。議 長（久保秀雄君）

まず、議案第８５号、８６号について、質疑はありませんか。

６番林一彦君。

みなかみ町観光体育施設条例の方なのですけれども、テニスコートがもう６ 番（林 一彦君）

使えなくなったというか、最近使わなくなって、こういうふうにすることに対して異論は

ありませんけれども、テニスコートのその後の活用方法等が決まっていたら、決まってい

なければ今後どのように活用していくのかを教えたいただきたいと思います。

観光商工課長真庭敏君。議 長（久保秀雄君）

（観光商工課長 真庭 敏君登壇）

まず、山口のテニスコートですけれども、すでに宝台樹スキー場の下観光商工課長（真庭 敏君）

に遊山館という施設がありまして、その駐車場になっておりますので、山口のテニスコー

トについては、テニスコート自体が存在しておりません。

また、関ヶ原テニスコートは、町有施設といいましょうか、土地そのものは個人の提供

ということで、工事費を町が支出してテニスコートを整備した経過がありまして、現状と

いたしまして、もう元々の整備の仕方というのはクレイ、要するに土のコートでした。

、 、それをお客さんが テニス部の減少によってほとんど利用できなくなったということで

、 、 、草が生え 所有者が時々草を刈っているという状況で その辺についての活用については

地元の人たちとどういう方向が可能なのかというのは、また検討させていただきたいと思

うのですけれども、現状はそんなところです。

ほかに質疑はありませんか。議 長（久保秀雄君）

１０番原澤良輝君。

まんてん星の件なのですけれども、３時間にするというのは割高感からと１ ０ 番（原澤良輝君）

いうことだったのですけれども、先日、農村公園公社を管理していた遊神館の件で先程、
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町長からもありましたが、農村公園公社が赤字になってきたのは、遊神館は７年間くらい

順調だったのですけれども、まんてん星が建設されてから、お客が減少してきたという報

告がありました。

この改正に当たってですね、他の施設との関連を検討したのかどうかをお聞きしたいと

思います。

観光商工課長真庭敏君。議 長（久保秀雄君）

（観光商工課長 真庭 敏君登壇）

和室休憩室の使用料金については、他の施設との比較検討という経過観光商工課長（真庭 敏君）

ではありませんで、まんてん星の湯もお客さんが減少している中で、何とか売上増につな

げたいというところから、指定管理者であります農村公園公社の方から、そういうふうに

したいということで出た話でございます。経過はそんなところであります。

ほかに質疑はありませんか。議 長（久保秀雄君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第８５号、議案第８６号の質疑を終結いた議 長（久保秀雄君）

します。

これより議案第８５号について、討論に入ります。

まず、反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（久保秀雄君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第８５号の討論を終結いたします。議 長（久保秀雄君）

議案第８５号、みなかみ町観光体育施設条例の一部を改正する条例についてを採決いた

します。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（久保秀雄君）

、 、 、よって 議案第８５号 みなかみ町観光体育施設条例の一部を改正する条例については

原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

これより議案第８６号について、討論に入ります。議 長（久保秀雄君）

まず、反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に賛成討論の発言を許します。議 長（久保秀雄君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第８６号の討論を終結いたします。議 長（久保秀雄君）

議案第８６号、みなかみ町猿ヶ京温泉交流公園条例の一部を改正する条例についてを採

決いたします。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。
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（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（久保秀雄君）

よって、議案第８６号、みなかみ町猿ヶ京温泉交流公園条例の一部を改正する条例につ

いては、原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１２ 議案第８７号 平成２２年度みなかみ町一般会計補正予算（第２号）

議案第８８号 平成２２年度みなかみ町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

議案第８９号 平成２２年度みなかみ町老人保健特別会計補正予算（第１号）

議案第９０号 平成２２年度みなかみ町介護保険特別会計補正予算（第２号）

議案第９１号 平成２２年度みなかみ町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）

議案第９２号 平成２２年度みなかみ町下水道事業特別会計補正予算（第２号）

議案第９３号 平成２２年度みなかみ町水道事業会計補正予算（第１号）

日程第１２ 議案第８７号 平成２２年度みなかみ町一般会計補正予算 第議 長 久保秀雄君（ ） 、 、 （

２号）についてから、議案第９３号、平成２２年度みなかみ町水道事業会計補正予算（第

１号）についてまで、以上７件を一括議題といたします。

町長より、提案理由の説明を求めます。

町長岸良昌君。

（町長 岸 良昌君登壇）

議案第８７号から議案第９３号まで、一括してご説明申し上げます。町 長（岸 良昌君）

最初に について、ご説明申し上げます。議案第８７号

既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ９億５２０９万９千円を追加し、歳入

歳出の総額を１３１億４９８６万円とするものであります。

歳入補正の主な内訳は、地方交付税３億６４６６万７千円の増額は、普通地方交付税で

あります。分担金及び負担金１３６１万５千円の減額は、農業共済組合負担金の減額が主

なものであります。

国庫支出金９２８万８千円の減額は、道整備交付金１４０５万円の減額が主なものであ

ります。県支出金２６８３万１千円の増額は、小規模土地改良事業補助金１３４０万円の

増額が主なものです。繰入金は１億２９４５万１千円の減額となりますが、これは財政調

整基金繰入金５億４５３６万８千円を減額する一方で、地方債の一部を繰上償還するため

に減債基金繰入金４億円を増額するものであります。

繰越金１億３３６１万２千円につきましては、平成２１年度決算の確定に伴う繰越金で

あります。諸収入１５７１万３千円の増額は、上津地区の消防詰所移転補償費１５００万

円が主なものであります。町債５億５７００万円の増額は、臨時財政対策債５億７９０万

円の増額が主なものであります。

歳出の主なものですが、２款総務費では、１項総務管理費４６５３万３千円の増額は、
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財務会計システム更新業務委託料１５７５万円、グループウェアシステム更新委託料９０

０万円等であります。２項徴税費１３４２万３千円の増額は、固定資産課税客体調査のた

めの航空画像撮影委託料１０５０万円などであり、３項戸籍住民基本台帳費１７１６万２

千円の増額は、戸籍システム購入費１８７９万５千円が主なものであります。

３款民生費では、１項社会福祉費１８８７万５千円の増額は、身体障害者のホームヘル

プサービス等の介護給付費３３４３万１千円が主なものであります。

４款衛生費では、１項保健衛生費１２４３万４千円の増額は、旧衛生センターの一部を

解体するための工事請負費が主なものです。３項水道費５００万の減額は、簡易水道特別

会計繰出金であります。

６款農林水産業費では、１項農業費２７５５万１千円の増額は、６月から９月までの豪

雨で被害のありました農地を復旧する農地保全整備事業２千万円、及び蟹枠地区の小規模

土地改良事業１千万円が主なものであります。

７款商工費では、２項観光費４１１６万円の増額は、群馬デスティネーションキャンペ

ーン事業費１１５０万円、各種観光施設修繕及び撤去費等の観光施設総務費１７７６万６

千円が主なものです。

８款土木費では、４項都市計画費１１１５万円の減額は、下水道特別会計繰出金２０３

０万円の減額が主なものです。

９款消防費では、１項消防費２０８１万６千円の増額は、県道渋川～下新田線の改良工

事に伴う消防団詰所移転工事及び消防団活動を支援する「消防協力員制度」を創設し、運

用するための経費が主なものであります。

１０款教育費では、２項小学校費１３８７万９千円の減額は、桃野小学校プール改修事

業の完了による不用額２２５０万円が主なものであります。３項中学校費２９９９万９千

円の増額は、水上中学校太陽光発電設備設置工事費が主なものであります。

１１款災害復旧費１２００万円の増額は、７月の豪雨による土木施設の災害復旧費であ

ります。

１２款公債費の増額ですが、平成２２年度は国の地方財政対策により臨時財政対策債の

借入額が増額となっております。このため町債の一部７億２１５２万８千円を繰り上げて

償還するものであります。

次に について、ご説明申し上げます。議案第８８号

既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億５４００万３千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を３０億８６６万７千円とするものであります。

歳入補正では、２款国庫支出金２２８万８千円の増額は、特別調整交付金であり、９款

繰越金は決算確定に伴うものであります。

歳出補正では、１款総務費は、レセプト管理システムの共通化に対応するための改修委

託料等１７１万５千円、国保連合会システムの改修経費の分担金として２２８万８千円を

増額するものであります。

９款基金積立金１億５千万円は決算による剰余金を基金に積み立てるものであります。

次に について、ご説明申し上げます。議案第８９号
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既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２０万１千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を１４７万円とするものであります。

歳入補正については、５款繰越金の増額は、２１年度決算確定に伴うものであります。

歳出補正については、４款諸支出金２０万１千円の増額は、平成２１年度の医療給付費

超過交付分について、社会保険診療報酬支払基金に返還が生じたためのものであります。

次に、 についてご説明申し上げます。議案第９０号

既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１３４３万円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１８億４８４３万円とするものであります。

歳入補正の主なものは、１款保険料は町民税の確定に伴い保険料を決定したことによる

増額であります。

５款支払基金交付金および１０款繰越金につきましては、２１年度決算確定に伴う支払

基金交付金及び繰越金の増額であります。

歳出補正の主なものは、１款総務費の増額は介護保険情報の保護システムの改修費用で

あります。

５款基金積立金及び７款諸支出金につきましては、歳入の補正理由と同じく２１年度決

算確定に伴う積立金及び諸支出金の増額であります。また、歳入の不足につきましては、

８款予備費より充当させていただきます。

次に、 について、ご説明申し上げます。議案第９１号

既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９４１万円を追加し、歳入歳出予算の総

額を２億５４８９万７千円とするものであります。

歳入補正につきましては、３款加入金の増額は池ノ原地区加入金２６０万４千円であり

ます。また、２１年度決算の確定に伴い、一般会計からの繰入金５００万円減額し、８款

繰越金を１３７０万６千円増額いたします。

１０款町債１９０万円の減額は工事内容の見直しによるものであります。

歳出補正については、１款簡易水道費１１３万８千円の増額は、メータ検針委託料及び

猿ヶ京地内の石綿管移設修繕料であります。

２款施設費８２７万２千円の増額は、池ノ原地区給水工事及び猿ヶ京簡水と東部簡水緊

急用連絡管接続工事を行うものであります。

次に について、ご説明申し上げます。議案第９２号

既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３９４６万１千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を１０億６５２１万３千円とするものであります。

歳入補正につきましては、２１年度決算確定に伴い６款繰入金２０３０万円減額し、７

款繰越金３９４６万１千円を増額するものであります。

９款町債２０３０万円の増額は管渠更生工事に伴う起債であります。

歳出補正につきましては、公共下水道建設事業費２３６０万円の増額は、月夜野上牧地

区管路詳細設計委託料、水上中央幹線管路更生設計委託及び工事費であります。

公共下水道維持管理費９１６万１千円の増額は月夜野幹線管路テレビ調査業務委託料、

ポンプ場修繕料、水上中央幹線空気弁交換工事であります。
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特環下水道維持管理費６７０万円の増額は湯宿処理場エアレーター点検整備費、マンホ

ール修繕工事であります。

次に について、ご説明申し上げます。上水道事業資本的収入６４万円追加議案第９３号

し、資本的収入総額を９２０４万８千円とし、簡易水道事業資本的支出３００万円を追加

し、資本的支出総額を１億８１０３万円とするものであります。

資本的収入につきましては、工事負担金６４万円の増額で真沢地区農道整備事業に伴う

水道管移設工事負担金であります。資本的支出につきましては、工事請負費３００万円の

増額で国道２９１号線湯桧曽地区温泉街を県土木事務所が全線道路改良工事オーバーレイ

を行うため、水道工事部分の道路復旧工事を行うものであります。

以上、議案第８７号から９３号まで、一括してご説明申し上げました。

よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。

町長の提案理由の説明が終了しました。議 長（久保秀雄君）

お諮りいたします。

議案第８７号から議案第９３号までの質疑以降については、後日の本会議において審議

したいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（久保秀雄君）

よって、議案第８７号、平成２２年度みなかみ町一般会計補正予算（第２号）について

から、議案第９３号、平成２２年度みなかみ町水道事業会計補正予算（第１号）について

までの質疑以降については、後日の本会議において審議することに決定いたしました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１３ 認定第１号 平成２１年度みなかみ町一般会計歳入歳出決算認定

認定第２号 平成２１年度みなかみ町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定

認定第３号 平成２１年度みなかみ町老人保健特別会計歳入歳出決算認定

認定第４号 平成２１年度みなかみ町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

認定第５号 平成２１年度みなかみ町介護保険特別会計歳入歳出決算認定

認定第６号 平成２１年度みなかみ町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定

認定第７号 平成２１年度みなかみ町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定

認定第８号 平成２１年度みなかみ町利根沼田広域観光ｾﾝﾀｰ特別会計歳入歳出決算認定

認定第９号 平成２１年度みなかみ町スキー場事業特別会計歳入歳出決算認定

認定第１０号 平成２１年度みなかみ町自家用有償バス事業特別会計歳入歳出決算認定

認定第１１号 平成２１年度みなかみ町温泉事業特別会計歳入歳出決算認定

認定第１２号 平成２１年度みなかみ町水道事業会計歳入歳出決算認定

日程第１３、認定第１号、平成２１年度みなかみ町一般会計歳入歳出決算議 長（久保秀雄君）

認定についてから、認定第１２号、平成２１年度みなかみ町水道事業会計歳入歳出決算認

定についてまで、以上１２件を一括議題といたします。
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町長より、一括して提案理由の説明を求めます。

町長岸良昌君。

（町長 岸 良昌君登壇）

認定第１号から１２号について、一括してご説明申し上げます。町 長（岸 良昌君）

最初に、 について、ご説明申し上げます。認定第１号

歳入総額は１５１億７１２９万３３４３円、歳出総額は１４４億９２９６万１５００円

で、歳入歳出差引額が６億７８３３万１８４３円となりました。

このうち翌年度へ繰越すべき財源額が１億６４７１万９千円ありますので、実質収支は

５億１３６１万２８４３円の黒字となりました。

歳入については、町税の総額が３９億５３２９万５千円で、歳入の２６．１％を占めて

おります。その主なものは、町民税８億３８８２万６千円、固定資産税２７億１６６万４

千円でありました。

地方譲与税は２億２６５２万３千円、各種交付金は合計で３億６３９４万５千円であり

ました。地方交付税では、普通交付税が４４億４９５６万９千円、特別交付税が２億９８

１０万８千円でありました。

分担金及び負担金は、総額３億１３１２万５千円で、保育園保育料負担金５９８３万１

千円、固形化燃料施設経費負担金３１２６万９千円等でありました。

使用料手数料は町営住宅使用料等で、総額２億３５２２万６千円となりました。

国庫支出金の総額は、２１億６５０５万６千円で、国の経済対策による地域活性化・経

済危機対策臨時交付金３億１７４１万７千円、地域活性化・公共投資臨時交付金２億６７

０２万９千円、地域活性化・生活対策臨時交付金１億５６６８万６千円、定額給付金給付

事業費補助金３億５８６３万６千円、安全安心な学校づくり交付金４億３２１０万１千円

などで、大幅な増額となりました。

県支出金の総額は、８億１５０７万４千円で、障害者自立支援給付費等県負担金５２４

０万１千円、後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金５１０３万３千円、国民健康保険基

盤安定県負担金７５０４万３千円、電源立地地域対策交付金６８７０万円、福祉医療費県

、 。補助金７４５１万５千円 緊急雇用創出事業県補助金３６２９万４千円などでありました

、 、繰入金は１億２１２５万８千円で 教育環境整備などの目的基金から９４９４万９千円

老人保健及び介護保険等の特別会計から２６３０万９千円でありました。

諸収入は、総額１億６００３万１千円でありました。町債の総額は１６億３６４０万円

で、内訳は、合併特例債が９億５２００万円、これ以外の一般公共事業債等投資的経費に

充当した町債が７５０万円、地方交付税で交付されるべきところの臨時財政対策債が６億

７６９０万円でありました。

、 。 、歳出については 目的別にご説明申し上げます １款議会費は９９６６万５千円となり

議員報酬及び手当と職員の人件費等でありました。２款総務費は、総額で１９億２２７２

万７千円となり、主な内訳は、総務管理費１６億１７２６万４千円、徴税費２億１４３３

、 、 。万７千円 戸籍住民基本台帳費４８５２万１千円 選挙費３８１２万５千円等であります

総務管理費の主なものは、一般管理費９億４０７７万８千円、財政管理費４０４４万７
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千円、財産管理費８０１０万３千円、企画費４億７４２５万１千円、支所費２１２９万５

千円でありました。なお、一般管理費において、定額給付金事業３億６６５２万２千円が

支出され、企画費では、合併後の新しいまちづくりを進めるために、合併特例債を活用し

た合併振興基金３億円を積み立てております。

３款民生費は、総額で２２億７９４２万５千円の決算となりました。この内、社会福祉

費は１４億５４７１万１千円で、主な内訳は、社会福祉総務費１億３９１０万６千円、老

人福祉費１億４６１８万５千円、福祉医療費１億７２１１万１千円、障害者福祉費２億９

８１５万５千円、介護保険費３億１８１３万４千円、後期高齢者医療費３億２７０４万３

千円でありました。また、児童福祉費は８億２４６７万円であり、児童手当や保育園・こ

ども園及び児童館等に係る運営費でありました。このうち保育園費において民設民営のこ

ども園の建設補助金として１億７８２５万円を支出しました。

４款衛生費は、総額１２億１３８４万７千円の決算となりました。内訳は、保健衛生費

が４億７２０４万４千円、清掃費が６億４００７万５千円、水道費が１億１７２万９千円

であります。

６款農林水産事業費は、総額１１億２６７５万５千円の決算であり、その内訳は、農業

費が１０億７３５３万９千円と林業費が５３２１万６千円でありました。

農業費では、農業委員会費、中山間地域直接支払い費及びや月夜野はーべすと指定管理

料等の農業振興費が主なものでありました。

畜産業費では、平成４年度から平成１１年度に実施した吾妻利根区域畜産基地建設事業

負担金２億３３７万５千円を繰り上げ償還しました。

農地費は利根沼田区域農用地整備事業負担金１億１０５８万４千円をはじめ、各種土地

。 、 、改良関係事業費でありました その主なものは 小規模土地改良事業費９７８２万９千円

国の経済対策で実施した農地有効利用整備事業５２５２万９千円等でありました。

７款商工費は、総額５億３３５８万８千円の決算となり、その内訳は、商工費８２９６

万１千円、観光費４億５０６２万７千円でありました。商工費では、商工振興費において

プレミアム商品券発行事業及び宿泊費キャッシュバックを実施した緊急消費拡大推進事業

補助金が主なものでありました。

観光費では、観光振興費において、観光協会に３３８８万９千円を観光宣伝補助金とし

て支出したほか、各種イベント等を実施して誘客を図りました。また、観光施設において

は、上毛高原駅前の観光センター２階部分をリニューアル工事し、観光商工課、商工会の

事務室及び会議室を整備しました。

８款土木費では、総額１７億１４０７万８千円の決算となり、内訳は土木管理費６３４

２万５千円、道路橋梁費４億４４６万８千円、都市計画費１１億４５０８万４千円、住宅

費１億１０１万５千円でありました。

道路橋梁費の主なものは、道路台帳補正業務委託料１１８１万３千円、粟沢西線無散水

消雪工事３８８５万円や除雪委託料４９６６万９千円などでありました。

都市計画費は、道整備交付金事業１億８３９１万９千円、繰越明許分の湯原地区まちづ

くり交付金事業１億１６２１万２千円が主なものでありました。公共下水道費は、下水道
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事業特別会計への繰出金４億１８５０万７千円でありました。

住宅費は、町営住宅管理費１億１０１万５千円で、主なものは高日向住宅給水対策工事

２４３０万円などでありました。

９款消防費は、総額で４億４２５４万３千円の決算で、消防総務費３億５５１４万２千

円、非常備消防費５５８７万３千円でありました。消防総務費の主なものは、利根沼田広

域消防負担金３億４９０３万１千円でありました。

１０款教育費は、総額２５億６１２４万２千円の決算となり、その内訳は、教育総務費

１０億２５３０万円、小学校費１億４０３７万３千円、中学校費１億８７９６万２千円、

高等学校費４億７２６７万７千円、幼稚園費８８９５万７千円、社会教育費１億４８９８

万６千円、保健体育費２億５１５３万６千円、給食センター費２億４５４５万２千円であ

。 、 、りました 教育総務費では 教育施設耐震整備事業８億３９２２万３千円を実施したほか

外国青年招致事業費やスクールバス運営経費が主なものでした。

小学校費及び中学校費の主なものは、水上中学校建設実施設計業務委託及び小・中学校

地上波デジタル対応テレビ設置事業が主なものでした。

学校教育施設においては、建設工事中の水上中学校を除いて耐震工事を完了することが

できました。高等学校費は、利根沼田学校組合に対する普通交付税措置分４億７０２２万

９千円を支出したものであります。幼稚園費は、月夜野地区の３施設の運営費が主なもの

です。社会教育費と保健体育費では、総合体育館やカルチャーセンター等の施設運営費が

主なものでありました。

なお、合併補助金を活用して、月夜野緑地広場に人工芝を整備いたしました。

１２款公債費は、総額で２５億２７５２万１千円となりました。長期債還元金は２１億

９９４５万９千円で、利子分は３億２７７５万円、一時借入金利子は３１万３千円であり

ました。なお、３億１５２２万３千円の繰り上げ償還を行い、公債費削減を行いました。

１３款諸支出金は、総額で１２９１万７千円となりました、その内、土地開発公社への

。 、 。利子補給が９３２万６千円でございます 以上 一般会計についてご説明申し上げました

次に、 について、ご説明申し上げます。認定２号

歳入総額が、３０億８３４３万４６９２円、歳出総額２７億６６０７万５８０５円とな

り、歳入歳出差引残額３億１７３５万８８８７円となりました。

また、国民健康保険基金については、利息を含め７００１万８１６円を積み立て、年度

末残高は７１０４万７２３７円となりました。

歳入につきましては、１款国民健康保険税が歳入総額の２７．７％を占め、続いて２款

． 、 、 ． 、国庫支出金の２４ ８％ ４款前期高齢者交付金の１６ ６款共同事業交付金の１１ １% %

その他に県支出金、繰入金などであります。また、歳出につきましては、大部分が２款保

険給付費であり、歳出総額の６２．７ を占め、続いて３款後期高齢者支援金１３．３ 、% %

７款共同事業拠出金１３．５ 、その他に老人保健拠出金、介護納付金などであります。%

平成２１年度の決算は、保険税の引き上げによる増収、新型インフルエンザに備え一般

会計からの法定外繰入、国からの交付金の追加交付による収入増がありました。

一方、歳出総額は前年度と比較いたしますと０．６％と僅かな伸びで１５４４万円の微



- 31 -

（ ）第 号H22-7 9.8 1

。 ． 、増となっております これまで伸び続けてきた保険給付費が１ ３％減少しましたことと

インフルエンザが早く終息したことなどによるものと考えられ、こうした要因により３億

円以上の黒字決算となっております。

次に について、ご説明申し上げます。認定３号

歳入総額が１９７３万５０３円、歳出総額が１７０８万１８７６円となり、歳入歳出差

引額２６４万８６２７円となりました。

歳入につきましては、２款国庫支出金が歳入総額の４３．６％を占め、その他に県支出

金、繰入金などであります。歳出につきましては、医療諸費の支払いは大きく減少し、大

部分が４款諸支出金の一般会計への返還分が繰出金として歳出総額の９０．２％を占めて

おります。老人保健特別会計は、制度の廃止により、平成２２年度末で終了いたします。

次に について、ご説明申し上げます。認定４号

歳入総額が２億３１１２万８４００円、歳出総額が２億２３７５万２１８９円となり、

歳入歳出差引額は７３７万６２１１円となりました。

歳入につきましては、１款後期高齢者医療保険料が歳入総額の５６．５％を占め、続い

て２款一般会計繰入金の３８．７％などであります。

歳出につきましては、大部分が２款後期高齢者医療広域連合納付金であり、歳出総額の

９３．７％を占め、その他は総務費と諸支出金であります。後期高齢者医療制度は平成２

０年度から創設され、広域連合が運営主体となり、市町村では主に保険料の徴収や窓口業

務を行っております。

次に について、ご説明申し上げます。認定第５号

歳入総額が１８億１１３１万８４６円、歳出総額が１７億７９４２万６４９７円、歳入

歳出差引残額は３１８８万４３４９円となりました。

歳入総額は前年度と比較し、１．２％の増加となりましたが、主な理由としては、第４

次介護保険事業計画による介護保険料の改定が行われたことによるものであります。

歳出総額では１．７％の増加となりました。主な理由として、制度改正等に伴い、２款

保険給付費が前年度対比４．８％増加したことによるものであります。

要支援１以上の認定者数は、平成２１年度末１２５４名で、うち第１号被保険者の認定

者数は１２２４名であり、第１号被保険者数６９４２名の１７．６％を占め、約５．７人

に１人が認定者となっております。これらを踏まえ、引き続き健全な制度運営に努め、高

齢者が住み慣れた地域で、いつまでも安全・安心で元気に暮らせる生活環境づくりにより

一層の拡充を図ってまいります

次に について、ご説明申し上げます。認定第６号

歳入総額が２億５９３７万１８９円、歳出総額が２億３８１６万２４５２円で、歳入歳

出差引額は２１２０万７７３７円となりました。

歳入の主なものは、１款使用料及び手数料の１億３８１８万５千円であり、現年度分収

納率は９９．６％でありました。

国庫支出金の６４０万６千円は、猿ヶ京簡水統合工事補助金であります。７款繰入金６

８４８万７千円は、一般会計からの繰入金で、８款繰越金２１６２万８千円は、前年度繰
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越金であります。１０款町債２４００万円は、簡易水道事業債であります。

歳出では、１款簡易水道費が９４８１万円となり、主に職員人件費と一般管理費であり

ます。２款施設費５４８２万円は、猿ヶ京簡易水道統合実施設計と工事費及び濁度解消工

事が主であります。３款公債費８８５３万２千円は、簡易水道事業債の元利償還金であり

ます。

次に について、ご説明申し上げます。認定第７号

歳入総額が１３億２９４５万７３３４円、歳出総額が１２億５５９０万９２４１円で歳

入歳出差引額が７３５４万８０９３円となりました。このうち翌年度へ繰越財源額が１６

６８万７千円ありますので、実質収支額は５６８６万１０９３円となりました。

歳入の主なものは、２款使用料及び手数料が２億２２０１万４千円で下水道使用料であ

り、現年度分収納率は９８．７％となっております。

３款国庫支出金４６０８万６千円及び４款県支出金８８５万５千円は、公共下水道工事

と合併浄化槽設置の補助金であります。

６款繰入金４億１８５０万７千円は一般会計からの繰入金で、７款繰越金７６３７万５

千円は前年度からの繰越金であります。９款町債は５億４９９０万円で、繰上償還に伴う

借換債と下水道事業債であります。

歳出の主なものは１款総務費９０５７万５千円で、人件費及び一般管理費であります。

２款下水道事業費は３億７５３９万３千円の決算となり、内訳は公共下水道費１億４６

８１万４千円、特定環境保全公共下水道費４５０７万１千円、流域下水道費１億６６１３

万９千円となっております。３款公債費７億８９９４万１千円は、借換債及び下水道事業

債の元利償還金であります。

次に について、ご説明申し上げます。認定第８号

２１年度も民間のテナント３店舗と、みなかみ町観光協会の事務所として使用されてい

ます。歳入総額は７５２万１３０３円、歳出総額は７２９万９８０２円で、歳入歳出差引

額が２２万１５０１円となりました。主な歳入はテナントの１款使用料２４５万２千円と

４款繰入金３４８万９千円及び６款諸雑入１０７万４千円です。

歳出の主なものは、光熱水費等の需用費４２１万３千円と、設備管理の保守等の委託料

２７５万９千円であります。各テナントも売り上げが減少している中で、使用料や管理費

を負担することが厳しい状況にあります。施設の修繕も含め、引き続いて利根沼田広域圏

。振興整備組合と今後のあり方について協議が必要な状況と認識しているところであります

次に について、ご説明申し上げます。認定第９号

スキー離れが進み、来場者数が少なくなってきている状況の中、２０年度からは、年末

年始及び土日祭日を営業する他、平日を予約制にし、予約の無い日は休業して経費の節減

に努めてきたところでございます。

歳入総額は１３１５万２５６円で、歳出総額が１１５０万４５６５円で、歳入歳出差引

額は１６４万５６９１円となりました。歳入の主なものは、施設使用料５６７万８千円と

食堂売上等事業売上２６９万９千円及び、一般会計繰入金３６８万７千円であります。

歳出の主なものは、賃金３４２万２千円、光熱水費等の需用費２８９万２千円、そして
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国有林借上料等の２２８万１千円であります。平成２１年度も雪の量が少なく、１月１日

から３月８日までの４０日間の営業にとどまり厳しい状況であります。

次に について、ご説明申し上げます。認定第１０号

歳入総額は１１１９万２７６０円、歳出総額は９０２万５３１０円で、歳入歳出差引額

は２１６万７４５０円となりました。

歳入の主なものは、１款使用料及び手数料３９０万２千円、２款県支出金１３６万４千

円、３款基金繰入金５４９万３千円、４款繰越金４２万４千円となりました。

歳出の主なものは、１款総務費において、４００万３千円でバスを購入いたしました。

今後も地域住民と観光客の交通の確保のため、安全に注意し運行をしてまいりたいと考

えております。

次に について、ご説明申し上げます。認定第１１号

２１年度は、通常の管理業務の他、町有１号泉の動力装置設置工事を行いました。

歳入総額は４３７６万６４０１円、歳出総額が２７８０万８９６１円で、歳入歳出差引

額は１５９５万７４４０円となりました。

歳入の主なものは、温泉使用料２９１２万４千円、前年度繰越金１１７８万円でありま

す。歳出の主なものは、温泉総務費の職員人件費６６４万６千円、温泉管理費の賃金等２

２９万３千円、温泉維持管理費では、光熱水費等の需用費６７５万３千円、工事請負費５

２５万円、猿ヶ京湯元泉協同組合負担金等６０２万１千円であります。

次に について、ご説明申し上げます。認定第１２号

本会計は、給水戸数５１５７戸、給水人口１３，７１１人で、年間有収水量は２２８万

７９８４トンとなりました。

収益的収支では、事業収益２億９３６０万９千円、事業費用２億２ ８４万８千円となりl

ました。消費税計算後、７０７４万円が当該年度純利益となり、前年度繰越欠損金が減額

され、４億２６８１万５千円となりました。

資本的収支では、事業収入５４７４万３千円で、事業支出１億３２９４万円となり、不

、 、足額７８１９万７千円は 当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額１０１万６千円

当年度損益勘定留保資金７７１８万円で補填いたしました。

主な事業ですが、月夜野蟹枠地区配水管布設工事、大穴簡易水道配水管布設替え及び濁

度解消工事、県道渋川下新田線改良工事に伴う水道管移設工事を行い、給水の安定を図り

ました。

以上、認定第１号から認定第１２号まで、一括してご説明申し上げました。

よろしくご審議の上、ご認定下さいますようお願い申し上げます。

町長の提案理由の説明が終了しましたので、これより決算審査報告を求め議 長（久保秀雄君）

ます。

代表監査委員渋谷正誼君。

（代表監査委員 渋谷正誼君登壇）

私の方からは、先に行われました平成２１年度みなかみ町会計決算を代表監査委員（渋谷正誼君）

始め、決算審査意見についてをご報告させていただきます。
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資料につきましては、議案書の最後の所に綴ってございますのでご覧いただきたいと思

います。

なお、審査意見書につきましては、去る８月３０日に中村正監査委員と連名で岸良昌町

長宛に提出させていただいております。それではページに沿ってご説明申し上げます。

－ 以下、全文を掲載 －

平 成 ２１ 年 度 決 算 審 査 意 見 書

利 根 郡 み な か み 町

みなかみ町長 岸 良 昌 様

みなかみ町監査委員 渋 谷 正 誼

同 中 村 正

平成２１度みなかみ町各会計決算及び各基金の運用状況の審査意見について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第２項の規定により審査に付された、平成２１

年度みなかみ町各会計決算及び証書類、その他政令で定める書類並びに同法第２４１条第５項の規程

により、各基金の運用状況を示す書類について審査した結果、次のとおり意見を付します。

記

◎ 審査の対象

１ 平成２１年度みなかみ町一般会計決算

２ 平成２１年度みなかみ町国民健康保険特別会計決算

３ 平成２１年度みなかみ町後期高齢者医療特別会計決算

４ 平成２１年度みなかみ町老人保健特別会計決算

５ 平成２１年度みなかみ町介護保険特別会計決算

６ 平成２１年度みなかみ町簡易水道事業特別会計決算

７ 平成２１年度みなかみ町下水道事業特別会計決算

８ 平成２１年度みなかみ町利根沼田広域観光センター特別会計決算

９ 平成２１年度みなかみ町自家用有償バス事業特別会計決算

１０ 平成２１年度みなかみ町スキー場事業特別会計決算

１１ 平成２１年度みなかみ町温泉事業特別会計決算

１２ 平成２１年度みなかみ町水道事業会計決算



- 35 -

（ ）第 号H22-7 9.8 1

◎ 審査の期間

平成２２年７月２０日から８月５日まで

審査補助者 総合政策課長宮崎育雄 総合政策課財政グループＧＬ岡田宏一

総合政策課財政グループ新井芙美子

なお、ここには記載してありませんが、高橋課長にも全日程にわたっ代表監査委員（渋谷正誼君）

てご出席をいただいております。

第 １ 一 般 会 計

Ⅰ． 総 説

平成２１年度における一般会計の決算額は次のとおりである。

（単位：円）

比 較 増 減

増 減 額 増 減 率区 分 ２０年度 ２１年度

14,171,585,562 15,171,293,343 999,707, 781 107.1%歳 入

13,271,175,055 14,492,961,500 1,221,786, 445 109.2%歳 出

900,410,507 678,331,843 222,078,664 75.3%差 引 残 額 △

歳入構成 （単位：円）

２０年度 ２１年度

決算額 構成比 決算額 構成比区 分

6,091,767,933 43.0% 5,211,279,945 34.3%自主財源

8,079,817,629 57.0% 9,960,013,398 65.7%依存財源

14,171,585,562 15,171,293,343計

１ 財政収支の状況

、 、 ． 、平成２１年度の歳入総額は １５１億７１２９万３３４３円で 予算額に対して８７ ４２％

調定額に対しては９３．７９％である。

、 、 、 ．また 自主財源である町税は ３９億５３２９万５４５７円であり 歳入に占める割合は２６

０６％で、１３４２万２８４１円の不納欠損額と９億４９３１万６４７円の収入未済額がある。

歳出については、総額１４４億９２９６万１５００円で、歳入歳出の差引額は６億７８３３万

１８４３円である。このうち、翌年度へ繰り越すべき財源１億６４７１万９千円を差し引いた実

質収支額は５億１３６１万２８４３円であり、３億円が基金繰入の予定となっている。
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２ 財政運営の状況

歳入については、町税における収入未済額は９億４９３１万６４７円であり、調定額に対して

の収納率は８０．４２％である。

税収入以外の収入未済額では、１２款分担金及負担金の１項１目農林水産業費分担金５００万

円、２項２目民生費負担金において、８８万１１４１円、２項５目教育費負担金８８８万１円、

１３款使用料及手数料では１項５目商工使用料５２６０円、１項６目土木使用料１８３０万４４

４０円、１項７目教育使用料１１万８３００円、２０款諸収入の５項１目雑入２１９万１８６５

円である。

歳出については、予算額１７３億５４８４万４１８８円、支出済額１４４億９２９６万１５０

、 、０円であるが 不用額４億１７６２万６６８８円と翌年度繰越額２４億４４２５万６千円があり

予算の執行率は９７．２０％となっている。

３ 基金の状況

基金は、それぞれ条例に基づく積立と運用利子、その他積立を行った。

なお、平成２１年度決算により生じた余剰金のうち３億円は、平成２２年度に積み立てる予定

である。

（単位：円）◎ みなかみ町基金の状況

前期末残高 決算年度中増嵩 決算年度中 決算年度末

取り崩し額 現在高基 金 名 （利子等）

1,937,651,520 505,707,841 0 2,443,359,361財 政 調 整 基 金

430,140,810 2,149,053 0 432,289,863減 債 基 金

32,002,965 78,155 0 32,081,120特殊車等維持購入基金

48,633,765 96,386 20,000,000 28,730,151教 育 環 境 整 備 基 金

20,000,000 3,515,000 3,515,000 20,000,000奨 学 基 金

18,000,000 3,688,727 3,688,727 18,000,000種 畜 貸 付 譲 渡 基 金

10,433,612 35,724 0 10,469,336土 地 開 発 基 金

61,935,526 247,299 4,911,313 57,271,512高畑牧場災害防止等整備基金

89,279,715 179,937 0 89,459,652地 域 福 祉 基 金

19,460,957 47,977 0 19,508,934ふるさと農村活性化基金

68,446,260 203,412 0 68,649,672奥利根アメニテ維持管理基金

907,845,526 308,598,204 0 1,216,443,730合 併 振 興 基 金

70,000,000 37,973 70,037,973 0水上こども園建設基金

410,000 852,615 0 1,262,615みなかみ・水・ 環境力」基「

0 10,000,000 0 10,000,000協働のまちづくり活動貸付基金

3,714,240,656 835,438,303 102,153,013 4,447,525,946計
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Ⅱ 各 説

１ 歳 入

歳入の個別審査にあたっては、次の諸点に留意した。

（１）地方自治法第２３１条に基づく適法な収入であるか否か。

（２）収入の実績と収入未済額の処理方法。

（３）地方税法第１８条又は地方自治法第２３６条の規定による時効の関係。

（４）予算現額に対し、著しい増減の理由。

◎ 歳入の各款ごとの状況は、次のとおりである。

１款 町 税

町税は、調定額４９億１６０２万８９４５円に対し、収入済額は３９億５３２９万５４５７円

であった。これは２０年度に対して、３億８５１７万８２９円の減額であり、３項軽自動車税を

除く他のすべての項において前年を下回った。

景気の低迷による住民税の減、評価替えによる固定資産税の減の結果である。町税の収入額の

うち固定資産税が６８．３４ ％町民税が２１．２２ ％であった。

収納率の状況は次のとおりであるが、２１年度は８０．４２ ％にとどまった。経済情勢が厳し

い中ではあるものの、徴税についてより一層の努力を望むものである。

（単位：円）◎収納率調

調定額 収納率年度 区分 収入済額 不納欠損額 収入未済額

Ｈ２０ ％5,282,745,124 4,338,466,286 98,185,703 846,093,135 82.13

Ｈ２１ ％4,916,028,945 3,953,295,457 13,422,841 949,310,647 80.42

２款、３款、４款、５款、６款、７款、８款、９款、１１款の状況は次表のとおりである。
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（単位：円）

款 項 科 目 ２０年度収入済額 ２１年度収入済額

233,889,000 226,522,731地 方 譲 与 税

177,009,000 164,851,000２ １ 自 動 車 重 量 譲 与 税

56,880,000 25,106,731２ 地 方 道 路 譲 与 税

0 36,565,000地 方 揮 発 油 譲 与 税

9,420,000 7,786,000３ １ 利 子 割 交 付 金

2,743,000 2,472,000４ １ 配 当 割 交 付 金

1,322,000 1,124,000５ １ 株式等譲渡所得割交付金

205,767,000 214,851,000６ １ 地 方 消 費 税 交 付 金

30,500,890 28,955,605７ １ ゴ ル フ 利 用 税 交 付 金

106,441,000 70,340,000８ １ 自 動 車取 得税交 付金

22,489,000 38,416,000９ 地 方 特 例 交 付 金

5,036,000 5,340,000１１ １ 交通安全対策特別交付金

１０款 地方交付税

地方交付税 ４７億４７６７万７千円は、利根商業高等学校分として４億７０２２万９千円が含

まれており、その状況は次表のとおりである。

（単位：円）

年度区分

配 分 年交付税額 構成比 ２１年交付税額 構成比２０

4,473,680,000 100.00 4,747,677,000 100.00Ａ 総 額

4,129,615,000 92.31 4,449,569,000 93.72内 普通交付税

344,065,000 7.69 298,108,000 6.28訳 特別交付税

518,236,000 11.58 470,229,000 9.90Ｂ 利根商分

3,955,444,000 88.42 4,277,448,000 90.10Ｃ(Ａ－Ｂ)差引

１２款 分担金及び負担金

分担金において５００万円の未収金、負担金において９７６万１１４２円の未収金があり、分担

金においては決算監査時において収入済みになっているが期限内の収入を望ものである。負担金に

ついては、保育園保育料８８万１１４１円、学校給食費負担金８８８万１円であるが、未納の内容

によっては制度維持の観点から法的措置をふまえての徴収を望むものである。

、 、 。なお １４款国庫支出金から２１款町債までについては特記事項はなく 決算書のとおりである
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２ 歳 出

歳出の個別の審査に当たっては、次の諸点に留意した。

（１）予算の目的に合致しない支出の有無。

（２）支出手続きの適正性。

（３）各種契約の適正性。

（４）委託費の有用性と積算単価の妥当性。

１款 議 会 費

議会費では、本年度の歳出は９９６６万５２０８円である。

主なものは議員報酬・議員手当・職員人件費である。

２款 総 務 費

総務費では、本年度の歳出は１９億２２７２万７２５２円である。

１項総務管理費は１６億１７２６万４０４８円で、主なものは一般管理費９億４０７７万７５

６２円、財政管理費４０４４万６９０６円、財産管理費８０１０万３１１７円、企画費４億７４

２５万７１２円、支所費２１２９万５４１９円等となっており、２項徴税費は２億１４３３万７

４７７円で税務総務費１億４４８５万６１４７円が主である。３項戸籍住民基本台帳費は４８５

２万１２７９円であった。

総務費の支出が前年より増額しており、要因としては、国の経済対策で支給した定額給付金に

係る支出が３億６６５２万１６３５円あったためである。

行政改革においては、昨年に引き続き、みなかみ町職員の早期退職実施要項による早期退職が

推進され１２人の職員が早期退職に協力し、定年等の退職者とあわせて１４人が退職した結果、

平成２２年４月１日現在の職員総数は２９７人となった。

３款 民 生 費

民生費では、本年度の歳出は２２億７９４２万４７４８円である。

１項社会福祉費は１４億５４７１万０５８４円で、主なものでは３目老人福祉費１億４６１８

万４６８６円、４目福祉医療費１億７２１１万１０８６円、５目障害者福祉費の障害者自立支援

給付費等２億５３７万５１０７円、６目介護保険費の介護保険特別会計繰出金２億４７８１万４

千円、８款後期高齢者医療費が３億２７０４万３２６０円となっている。

２項児童福祉費は８億２４６７万３６６円となり、なかでも４項保育園費が５億７８９０万２

１１０円で年々増加傾向にある。このような状況の中で効率的な運営が求められているが、平成

２０年度において統廃合や民営化等が検討され、平成２１年度ににいはるこども園の開園と給食

業務の民間委託、さらには平成２２年度から公立の第一・第二保育園を閉園し、民設民営による

わかくりこども園が開園されるなど、順調な運営を実施している。

これらの取り組みは行政改革に不可欠であり、今後月夜野保育園も建物の老朽化が進んでいる

ことから、こうした事例を踏まえての検討が期待される。
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４款 衛 生 費

衛生費の歳出総額は、１２億１３８４万７４５９円である。

１項保健衛生費は４億７２０４万３８５１円で、主なものでは、保健衛生総務費６９６７万４

４１８円、予防費７８５０万１４４円、国民健康保険費２億５９１７万１８０２円である。

なお、国民健康保険特別会計対する繰出金２億１９４２万２５８７円のうち、法定外繰出金と

して７０００万円が支出されている。

本年度において、本年以降３ヶ年を見据えて２８％増の税制改正を行ったが、国民健康保険特

別会計の長期安定のため、収入と支出のバランスのとれた国保運営を望むものである。

２項清掃費６億４００７万４６０８円は、主に清掃総務費１億２７７０万７２８２円、塵芥処

理費７１７６万８４９０円、アメニティーパーク管理費４億４０５９万８８３６円である。

３項水道費は、上水道 ・簡易水道会計への繰出金 １億１７２万９千円である。

アメニティーパークについては施設老朽化が進んでいることから維持管理費の突発的な支出に

備え、長期計画に沿った事業の運営が望まれる。

５款 労 働 費

労働費の歳出総額は１６１２万７９５０円で、２１節貸付金の勤労者生活資金融資預託金１６

００万円が主なものである。

６款 農林水産業費

農林水産業費の歳出総額は、１１億２６７５万５０５７円である。

、 、１項農業費は１０億７３５３万９２２２円で 主なものは農業委員会費３５６６万５７２５円

農業総務費１億４６０３万９３９０円、農業振興費８２９９万６４０９円、畜産業費２億１４３

０万３０２９円、農地費５億４３７０万９６１４円、地籍調査費３６４２万９９４３円である。

２項林業費は５３２１万５８３５円で、そのうち林業振興費４２７６万７６６４円が主なもの

である。

特に畜産業費の中で債務負担行為である畜産基地建設事業負担金として２億３３７万５００７

円を支出した。これは平成３１年までの負担金を繰り上げ償還したものであり、高利率の負担金

を償還し、将来負担の縮減に向けた取組みが行われた。今後も限られた財源を活用して同様の取

組を望む。

第３セクター等関係団体については、引き続き出資、債務保証、補助金、委託契約の徹底した

見直しと早期の完全撤退に向けた取り組みが望まれるとともに、指定管理制度の運用に当たって

は、公募の方法を厳格に運営するなどにより公平性の確保が望まれる。

７款 商 工 費

商工費の歳出総額は、５億３３５８万７８３２円である。

１項商工費は８２９６万１１３１円で、商工総務費３２９７万２２２０円、商工振興費４９９

８万８９１１円である。２項観光費は４億５０６２万６７０１円で、観光総務費１億３４７万２

、 、 。４５７円 観光振興費２億２７９９万２０１４円 観光施設費１億１９１６万２２３０円である
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国の経済対策による交付金を活用して観光センターリニューアル工事を行い、観光商工課・商

工会・観光協会を一つの建物に集中させ、連携のとれた活動拠点整備がなされた。今後の効率的

かつ適切な観光行政の推進を期待したい。

観光施設等の維持管理においては、老朽化の進む中、特に安全面において的確な判断に基づく

対応が望まれる。また、指定管理制度の運用に当たっては、公募の方法を厳格に運営するなどに

より公平性の確保が望まれる。

観光宣伝においては、町商工会・観光協会などと連携を密にしながら、デスティネーションキ

ャンペーンを活かすパンフレットの作成、あるいはイベント・キャンペーン等についても実施方

法の工夫・検討を深めつつ、一層の増客が望めるような効果のあるものとして展開されたい。

８款 土 木 費

土木費の歳出総額は、１７億１４０７万８４６８円である。

、 、１項土木管理費は６３４２万４８６６円であり ２項道路橋梁費は４億４４６万７７３８円で

主に道路維持費６７９０万９６２４円、道路新設改良費７９３２万１４円、除雪費１億７２８２

万４５９６円である。３項河川費８万７千円は河川維持費である。４項都市計画費は１１億４５

０８万４０２６円で、主なものでは都市計画総務費８５７３万６０２６円、まちづくり交付金事

業等の都市整備費５億６４１３万３７５９円、下水道特別会計繰出金４億１８５０万７千円であ

る。５項住宅費１億１０１万４８３８円は町営住宅管理費である。

除雪対応については、財政規模が年々縮減され、投資的経費が減少傾向にある中、地元業者に

よる除雪対応を計画的に実施することを望む。

９款 消 防 費

消防費の歳出総額は４億４２５４万３０５７円で、主なものは広域消防負担金の３億５４８８

万８４００円である。

１０款 教 育 費

教育費の歳出総額は、２５億６１２４万１５７２円である。１項教育総務費１０億２５２９万

８６２７円は、主に事務局費１０億２４１２万７８６４円である。

２項小学校費１億４０３７万３４３８円は、小学校総務費６００７万６６０２円と小学校費８

０２９万６８３６円であり、３項中学校費１億８７９６万１６５３円は中学校総務費１億２６６

９万７１９８円と中学校費６１２６万４４５５円である。

また、４項高等学校費は、利根商交付税負担分４億７０２２万９千円が主なものであり、５項

幼稚園費は８８９５万７００４円である。６項社会教育費の１億４８９８万５８５２円は、社会

教育総務費８２６２万４４５０円、公民館費１３４１万９７６円、カルチャーセンター費２２２

６万８８４８円、文化財保護費１７４４万３４２４円等であり、７項保健体育費は２億５１５３

万６４９７円、８項給食センター費は２億４５４５万１５０１円である。

教育費においては、建設中の水上中学校を除き、すべての学校施設の耐震化が図られ、また合

併補助金を活用して月夜野緑地広場人工芝整備も実施され、施設整備が図られた。
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１１款 災害復旧費

災害復旧費の歳出は４２５２万４９７０円で、農林水産施設災害復旧費２１２３万５７０９円

と土木施設災害復旧費２１２８万９２６１円である。

１２款 公 債 費

公債費においては２５億２７５２万１３４４円で、元金償還額２１億９９４５万８５４９円、

利子償還額３億２８０６万２７９５円である。なお、元金のうち３億１５２２万２９９３円は、

、 。金利５％以上の政府資金に係る繰上償還分であり 地方債残高の縮減に向けた取組みが行われた

１３款 諸支出金

諸支出金においては１２９１万６５８３円であり、土地開発公社費１２８８万８５９円が主な

ものである。

第２ 特 別 会 計

Ⅰ 総 説

平成２１年度における各特別会計収支の状況は、次のとおりである。

（単位：円）◎ 特別会計歳入・歳出決算額

会 計 名 歳 入 歳 出 差 引 額

3,083,434,692 2,766,075,805 317,358,887国 民 健 康 保 険

19,730,503 17,081,876 2,648,627老 人 保 健

231,128,400 223,752,189 7,376,211後期高齢者医療

1,811,310,846 1,779,426,497 31,884,349介 護 保 険

259,370,189 238,162,452 21,207,737簡 易 水 道 事 業

1,329,457,334 1,255,909,241 73,548,093下 水 道 事 業

7,521,303 7,299,802 221,501利根沼田広域観光ｾﾝﾀｰ

11,192,760 9,025,310 2,167,450自家用有償バス事業

13,150,256 11,504,565 1,645,691ス キ ー 場 事 業

43,766,401 27,808,961 15,957,440温 泉 事 業

6,810,062,684 6,336,046,698 474,015,986合 計

平成２１年度みなかみ町各特別会計の歳入総額６８億１００６万２６８４円に対し、歳出総額は

６３億３６０４万６６９８円で歳入歳出差引残額４億７４０１万５９８６円となり、自家用有償

バス特別会計１５０万円、温泉事業特別会計１千万円の決算剰余金処分積立金の合計額１１５０万

円を差し引いた４億６２５１万５９８６円を翌年度に繰越すものである。
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（単位：円）◎ 一般会計からの繰入金の状況

会 計 名 本 年 度 繰 入 金

２１９，４２２，５８７国 民 健 康 保 険

２，１８５，０００老 人 保 健

後期高齢者医療 ８９，４７８，３６０

２４７，８１４，０００介 護 保 険

水 道 事 業 ３３，２４２，０００

６８，４８７，０００簡 易 水 道 事 業

４１８，５０７，０００下 水 道 事 業

ス キ ー 場 事 業 ３，６８７，０００

１，０８２，８２２，９４７合 計

（単位：％）◎ 歳入関係執行状況

会 計 名 調 定／予 算 収入済／調 定 備 考

１０８．８３ ９３．５４国 民 健 康 保 険

１０２．５２ １００．００老 人 保 健

後期高齢者医療 １０４．０５ ９７．９３

１００．４１ ９９．４１介 護 保 険

１１６．４４ ８８．６２簡 易 水 道 事 業

１０１．６５ ９７．５５下 水 道 事 業

１０６．２９ ９５．０２利根沼田広域観光ｾﾝﾀｰ

自家用有償バス事業 １０６．８０ １００．００

ス キ ー 場 事 業 ９９．８５ １００．００

１５４．１８ ７０．３１温 泉 事 業

（単位：％）◎ 歳出関係執行状況

備 考会 計 名 支出済／予算額 不用額／予算額

９１．３２ ８．６８国 民 健 康 保 険

８８．７６ １１．２４老 人 保 健

後期高齢者医療 ９８．６５ １．３５

９８．０６ １．９４介 護 保 険

９４．７５ ５．２５簡 易 水 道 事 業

（）は繰越明許を除く。下 水 道 事 業 ９３．６８ ２．６４（９７．２６） ※

９８．０２ １．９８利根沼田広域観光ｾﾝﾀｰ

自家用有償バス事業 ８６．１２ １３．８８

ス キ ー 場 事 業 ８７．３５ １２．６５

６８．８８ ３１．１２温 泉 事 業
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（単位：円）◎ 滞納繰越未収金残高の内訳

科 目 等 平成２０年度未収金額 平成２１年度未収金額

国 民 健 康 保 険 税 １７２，６８５，６２６ ２０８，７４３，３３８

後 期 高 齢 者 医 療 １，４６９，１００ ４，８８１，７００

介 護 保 険 料 ８，７８０，５００ ９，２６４，８９３

簡 易 水 道 使 用 料 ３７，９５１，５７０ ３２，０２７，８９０

下 水 道 使 用 料 ３５，９２５，９２５ ２９，１２２，７９６

利根沼田広域観光センター ３９４，０８０

温 泉 使 用 料 １６，３１１，０１０ １８，４８３，５５０

合 計 ２７３，１２３，７３１ ３０２，９８８，２４７

Ⅱ 各会計状況

１ 国民健康保険特別会計

歳入における主なものは、１款国民健康保険税の調定額１０億６６９１万８６２６円に対する

収入済額８億５３９８万１５９５円で、８０．０４ ％の収納率であった。また、不納欠損額は４

１９万３６９３円となった。今後も徴収について、より一層の努力を望むものである。

次に２款国庫支出金７億６４０７万５６４０円、３款療養給付費交付金１億２２２８万３３５

１円、４款前期高齢者交付金４億９２５４万９９１９円、５款県支出金１億３３０７万２２２０

円、６款共同事業交付金３億４０９４万３３０円、８款繰入金２億１９４２万２５８７円で、歳

入総額は３０億８３４３万４６９２円である。

歳出における主なものは、２款保険給付費１７億３４６７万４６６６円、３款後期高齢者支出

金３億６７４６万３７３８円、６款介護納付金１億５１７０万１０３６円、７款共同事業拠出金

３億７３２８万５９０４円で、歳出総額は２７億６６０７万５８０５円で、歳入歳出差引額は３

億１７３５万８８８７円である。

本年度は、今後３ヶ年を見据えた２８％アップの保険税改正が行われたことから、順調な国保

運営に至ったが、今後の保険給付費の動向を注目したい。

、 、国内の景気動向は回復の兆しは見られるものの 地方においては引き続き景気の低迷等により

税収の確保が困難を極め、反面、保険給付費等の増嵩が懸念される中で国民健康保険制度は非常

に厳しい運営を強いられることが予想される。

こうした現状にあって、公平性等の観点からも収納対策のより一層の効果を図り、収納率の向

上と税収の確保に引き続き努めることが望まれる。
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２ 老人保健特別会計

歳入における主なものは、２款国庫支出金８６０万８４２２円、３款県支出金１５万９千円、

４款繰入金２１８万５千円で、歳入総額は１９７３万５０３円である。

歳出における主なものは、２款医療諸費２０万３０６７円で、４款諸支出金１６８５万１４６

９円は過年度分の国・県・支払基金への戻しと一般会計繰出金であり、歳出総額は１７０８万１

８７６円で、歳入歳出差引額は２６４万８６２７円である。

本会計は、２２年度終了する会計であり前年度の精算が内容になっている。

３ 後期高齢者医療特別会計

歳入における主なものは、１款後期高齢者医療保険料１億３０６９万５００円、２款繰入金８

９４７万８３６０円で、歳入総額は２億３１１２万８４００円である。

歳出における主なものは、２款後期高齢者医療広域連合納付金２億９５７万８０４４円で歳出

総額２億２３７５万２１８９円の９３．６７％を占めている。

４ 介護保険特別会計

歳入における主なものでは、１款介護保険料の調定額２億８８７４万５６００円に対する収入

済額は２億７８００万７５０７円で、９６．２８ の収納率である。今後、保険料の徴収について%

は制度の健全な運営を行うためにも、より一層の収納率向上を望むものである。

次に４款国庫支出金４億４６３０万７７００円、５款支払基金交付金５億１２８３万２６６２

円、６款県支出金２億６０６２万４１７２円、９款繰入金２億７４０７万６千円、１０款繰越金

３８４３万６３８５円で、歳入総額は１８億１１３１万８４６円である。

歳出における主なものは、１款総務費２８９５万１４９７円、２款保険給付費１６億９２２８

万９５０４円、３款地域支援事業費１９４８万７５３９円、４款財政安定化基金処出金１６９万

５千円、５款基金積立金２４７０万８５５７円、７款諸支出金１２２９万４４００円であり、歳

出総額は、１７億７９４２万６４９７円、歳入歳出差引額は、３１８８万４３４９円である。

平成１８年度から地域支援事業費による要介護認定者以外の介護予防事業が保険事業の中に位

置づけられ、予防事業が開始された。

被保険者が介護を必要とせず、いつまでも在宅で居続けられるよう施策の充実と事業展開が望

まれる。
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５ 簡易水道事業特別会計

町の簡易水道事業は、簡易水道８箇所・小水道５箇所で給水している。

年間有収水量は、１０３万４９㎥（前年対比９６．４９％）で前年に比べ３万７４６１㎥の減

少となっている。

歳入総額は２億５９３７万１８９円（前年対比８１．２８％）で、主なものは１款使用料及び

手数料１億３８１８万５１２６円、７款繰入金６８４８万７千円、８款繰越金２１６２万７６２

３円、１０款町債２４００万円である。収入未済額については水道使用料で３２０２万７８９０

円（前年対比８４．３９％）があり、適切な徴収を実施されたい。

歳出総額は、２億３８１６万２４５２円（前年対比８０．０６％）で、主なものは１款簡易水

道費９４８０万９７８６円、２款施設費５４８２万５００円、３款公債費８８５３万２１６６円

であり、歳入歳出差引額は２１２０万７７３７円となっている。

６ 下水道事業特別会計

町の下水道事業認可計画面積は７０１ｈａで、整備率は６６．３％である。

歳入総額は、１３億２９４５万７３３４円（前年対比８４．９２％）で、主なものは２款使用

料及び手数料２億２２０１万４３８９円、３款国庫支出金４６０８万６千円、６款繰入金４億１

８５０万７千円、９款町債５億４９９０万円である。

収入未済額については、下水道使用料で２８０５万９９１６円（前年対比８２．６６％ 、受益）

者負担金で１０６万２８８０円（前年対比５３．６７％）があり、適切な徴収を実施されたい。

歳出総額は１２億５５９０万９２４１円（同比８４．３３％）で、主なものは１款総務費９０

５７万５１８７円、２款下水道事業費３億７５３９万３２２６円、３款公債費７億８９９４万８

２８円で、歳入歳出差引額は７３５４万８０９３円である。

町財政の圧迫要因となることのないよう効率性を重視した特段の対応が望まれる。

７ 利根沼田広域観光センター特別会計

、 、歳入総額は７５２万１３０３円で その主なものは１款使用料及び手数料２４５万１７２０円

４款繰入金３４８万９千円、６款諸収入で１０７万３５６２円である。

歳出総額は７２９万９８０２円で、維持管理費が主な支出となっており、歳入歳出差引額は２

。 、 。２万１５０１円となっている 収入未済額が３９万４０８０円あり 適切な徴収を実施されたい

また今後、建物維持のために莫大な補修費が想定されることなどから、早急に将来を見据えた

対策が望まれる。
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８ 自家用有償バス事業特別会計

歳入総額は１１１９万２７６０円で、その主なものは１款使用料及び手数料３９０万１９４８

円、３款繰入金５４９万２５４１円、４款繰越金で４２万４１３６円である。

歳出総額は９０２万５３１０円で、主として１款総務費の一般管理費であり、歳入歳出差引額

は ２１６万７４５０円となっている。

今後も地域住民の利便性を図るとともに、安全に十分な注意を払った運行が望まれる。

９ スキー場事業特別会計

歳入総額は１３１５万２５６円で、主なものは１款事業収入８３７万６３６０円、３款繰越金

１０７万１２９７円、６款繰入金３６８万７千円である。

歳出総額は１１５０万４５６５円で、スキー場としての運営管理費が主なものであり、歳入歳

出差引額は１６４万５６９１円である。

平成２０年度から年末年始、土日祭日は通常営業、平日は貸切予約制を実施している。

こうした運営方法が徐々に周知されてきているものとみられ、来場者数及び総売上高で前年を

若干上回った。

しかし、安全面の確保や経営においても既に限界に近く、スキー場までの道路事情や近年のウ

ィンタースポーツ人口の動向等も十分考慮する中で、事業継続の可否を含めたさらなる検討が望

まれる。

１０ 温泉事業特別会計

歳入総額は４３７６万６４０１円で、主なものは１款事業収入３０３６万４８６０円、４款繰

越金１１７７万９６５２円である。収入未済額については、使用料で１５６６万３７０円、メー

ター管理料で９３万９１８０円があり、適切な徴収が強く望まれる。

歳出総額は２７８０万８９６１円で、主なものは温泉の維持管理である１款事業費２７６８万

円であり、歳入歳出差引額は１５９５万７４４０円となっている。
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第３ 企 業 会 計

１ 水道事業会計

（１）収益的収入及び支出

① 営業収益２億８４９４万７４００円には仮受消費税等の１３４１万５０２５円が含まれて

おり、これを除いた損益計算書の営業収益は２億７１５３万２３７５円となった。営業収益

中の９９．２ を給水収益が占めている。%

、 、 。② 損益計算書の営業外収益は 他会計補助金８６５万７千円 特別利益４６００円となった

③ 営業費用１億８３９４万１４１９円には、仮払消費税等の２４５万６６０８円が含まれて

おり、これを除いた損益計算書の営業費用は１億８１４８万４８１１円となった。営業費用

の主な経費は、減価償却費が事業費用のおよそ４割を占め、次に人件費・動力費で３割を占

めている。

④ 損益計算書の営業外費用は２７９６万９５１０円であった。営業外費用の殆どは、企業債

の償還利子分となっている。

以上、①から④の結果により、７０７３万９６５４円の純利益となり、当年度末処理欠損

金は、４億２６８１万４７２３円となった。

（２）資本的収入及び支出

① 収入は５４７４万３０００円で、内訳は企業債２７１０万円、工事負担金１００万円、国

庫補助金２０５万８千円、他会計補助金として一般会計より上水道分１２４９万２千円と経

済危機対策臨時交付金分５０４万円を含む簡易水道分１２０９万３千円となっている。

② 支出は、工場誘致に伴う月夜野蟹枠地内配水管布設工事、経済危機対策臨時交付金を利用

した大穴簡易水道濁度解消工事、大穴給水管布設工事並びに配水管布設替工事等４０４３万

９８０円であり、仮払消費税等の１９１万９５００円が含まれている。

③ 企業債償還金９２５０万８６１２円は、貸借対照表中企業債に対する償還額であり、平成

２２年３月３１日現在の未償還元金額は、８億９２３９万７８９円である。

償還方法については、元金及び利息合計額の均等返済と元金均等返済である。

（３）その他

① 未収金１億１５１１万２４９８円のうち平成２２年３月末現在の水道料金収入未済額は、

１億１２９６万４４４３円である。この未収金の内には、平成２１年度３月納入分が事務処

理上、４月以降に繰り越された金額を含んでいるが、一部に倒産等による徴収不納の金額も

含まれており、早急に適正な処理が強く望まれる。

② 経営成績については、営業収益営業利益率（営業収益に対する営業利益の割合であり、こ

の比率が高いほど効率の良い営業がされている ）が３３．１６％（前年２９．０５％）とな。

った。営業資本回転率（営業資本に対する営業収益の割合であり、期間中に営業資本の何倍
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の営業収益があったかを示すもので、この数値が高いほど経営資本の収益性が高いとされて

いる ）は０．１２７回（前年０．１３６回）となった。。

また、経営資本営業利益率（経営活動のための投下資本がどれだけ利益を上げたかを示す

もので、この数値が高いほど収益性が良好とされている ）は４．２３％（前年３．９６％）。

になった。

ア、営業収益では給水収益２億６９３３万６５１０円、その他営業収益２１９万５８６５円と

なった。

イ、営業費用は、施設管理の経費４４５５万６９６４円、人件費等の総係費５０４８万９４８

１円、減価償却費８６１５万５６２４円、資産減耗費２８万２７４２円となり、営業利益

は９００４万７５６４円となった。

ウ、営業外収益では、他会計補助金８６５万７千円となった。

エ、営業外費用は 企業債及び一時借入金の利子分２７１１万１４４５円、雑支出８５万８０６

５円となった。

オ、特別利益として過年度損益修正益４６００円となった。

以上により、本年度の純利益は７０７３万９６５４円となった。

③ 年度末一時借入金が５千万円となり、昨年度より５千万円減少したことは評価できるが、

その返済のために借換を繰り返している。この一時借入金の実質は固定負債たる長期借入金

であり、引き続き早急な対策が強く望まれる。

（４）事業運営

今後、事業統合に伴う設備投資や水道施設の基盤整備・既存設備の維持管理に多額の経費を

要するものと考えられるが、収益の根幹である給水収益は、観光客の減少や節水意識の高まり

の中にあって、大幅な増加は期待できず、経営は非常に厳しさが推測される。

、 。平成１９年度から段階的に改定を行ってきた水道料金も この４月で町内料金が統一された

この料金改定により、収益の増加が見込まれる反面、未収金が増加するということのないよ

う今後も料金徴収や未収金の回収に努めるとともに、事業面では引き続き経費の削減や石綿管

の更新を計画的に行うと同時に漏水調査を継続し、有収率の向上に努めることが望まれる。

また、平成１９年度の「みなかみ町上下水道改善検討委員会の答申」を基に長期的な展望に

立った業務改革を行い、一時借入金の早期返済及び最小の経費で最大の効果が得られるよう、

健全で効率的な運営と良質な水の安定供給に期待するものである。
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町税・公共料金滞納・収入未済額合計表

（単位：円）

項 目 現在 現在 増 減21.3.31 H22.3.31

846,093,135 949,310,647 103,217,512町 税

172,685,626 208,743,338 36,057,712国民健康保険税

1,469,100 4,881,700 3,412,600後期高齢者医療

8,780,500 9,264,893 484,893介 護 保 険 料

117,031,411 112,964,443 4,066,968上 水 道 △

37,951,570 32,027,890 5,923,680簡 易 水 道 △

33,945,585 28,059,916 5,885,669公共下水道使用料 △

1,980,340 1,062,880 917,460受益者負担金 △

22,795,730 18,301,320 4,494,410町営住宅家賃 △

715,500 881,141 165,641保 育 料

7,285,251 8,880,001 1,594,750給 食 費

13,493,920 15,660,370 2,166,450温 泉 使 用 料

1,980,000 1,884,000 96,000分担金負担金 △

837,090 939,180 102,090管 理 料

1,267,044,758 1,279,897,876合 計

第 ４ 審査結果の総括意見

平成２１年度の決算審査は、町議会・町当局が一体となって取り組んだ総合計画に沿った町

づくり施策や合併に伴う諸課題を中心に審査した。

今後、克服すべき課題の一助として捉えていただければ幸いである。

歳入では、町税・公共料金の滞納・収入未済額の処理に町当局の総力を挙げた対処により、今１

後の方向性が示されつつあるものの、町税・公共料金は、町を支える礎であり、その滞納・収

入未済額を許すことは、地域住民に不公平感を募らせる結果となる。

町当局としては、毅然とした厳しい対処により住民間の公平と財源の確保に努めることが、

今後、厳しさを増すと予想される財政運営のうえからも強く望まれる。

歳出では、健全財政に向けた配慮・努力を第一義とし鋭意努力されていることが認められる。２

さらに、予算の執行に当たっては、国の経済対策を活用し事業の効率的執行が図られ、また

支出を極力抑えるなど使用の効率化を徹底した努力も評価される。

、 、 。しかしながら 合併特例法の期限が切れる時を想定し さらなる経常経費の削減が望まれる

２０年度 ２１年度

経常収支比率 ９０．５％ ８９．３％
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３ 施設等の統廃合について

旧三町村でそれぞれに保有していた各種公共施設等について 「みなかみ町公共施設の統廃合等、

検討委員会」で示された意見に真摯に対処し、実施できる事項から弛みない実行が望まれる。

４ 第３セクター等関係団体について

民営事業に対する行政の介入は、今後強く求められる行政サービスのあるべき姿や財政運営の

スリム化に逆行するものであることを念頭に、これまで補助金・委託契約の全面的な見直しを進

めてきたが引き続き取り組んでいく必要がある。

５ 町有財産の管理について

前記３を含め不要資産の処分等、全体的な見直しが急務である。

また、賃貸借されている固定資産については、その必要性の再検討と賃貸借価額の適正につい

て常に見直しを行うことが望まれる。

６ 企業会計について

水道事業については 「みなかみ町水道料金審議会」の答申を受け、平成１９年４月から段階的、

な水道料金の引き上げが行われ、新料金を基に「水道事業将来推計（計画 」を策定した。）

この将来推計（計画）を基に「上下水道経営改善検討委員会」が平成１９年８月 に立ち上げ

られ、平成１９年１１月にはその答申があり、料金改定を含む今後のあるべき姿「公営企業上好

ましくない一時借入金１億４千万円と繰越未収金１億４３８８万８６２３円の処理」についての

意見が示された。平成１９年度より段階的に料金改定を行い、平成２１年４月に料金統一がなさ

れた。

また、今年度決算で一時借入金５千万円に改善されているが、今後も未収金の徴収強化を含め

会計の改善対策が強く望まれるところである。

７ 業務の効率化等について

平成２１年４月１日現在の職員総数は３０９人で、平成１６年４月１日の職員数４０７人に対

して９８人減少した。行財政改革行動指針では、平成２７年度当初までに職員総数を２４０人以

下まで削減する方針が示されており、職員数の漸減に対応した組織機構の改革や業務の効率化が
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必要不可欠となっている。

こうした中で組織機構の見直しを行い、２１年度は「子育て健康課」を新設して子育て支援を

充実させるとともに、２２年度においては、職員の育成・行政改革を推進するため行革推進室の

新設及び、施設毎の行政効率を高めるために生活環境課を環境課と上下水道課へ見直すなど職員

の減少とサービスの向上に向けた取り組みがみられる。

職員数の減少に対応するためには、行政と町民の役割分担の見直しや事業の取捨選択が必要と

なり、その手段として行政評価制度と人事評価制度を導入している。今後は、これらの制度を行

革推進室が中心になり効果的に機能させて、より効率的な行政運営に努められたい。

以上、要望事項を含め意見を記したところであるが、みなかみ町の将来に向けての対応を望む

ものである。

平成２１年度決算について、出納関係帳票及び証書類を照合しその内容を試査の方法により、

審査した結果、一般会計・特別会計・企業会計を通じ会計処理は適法適正であると認めたので報

告する。

平成２１年度 財政健全化審査意見書

１ 審査の概要

この財政健全化審査は、町長から提出された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載

した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。

２ 審査の結果

（１）総合意見

審査に付された下記、健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、

いずれも適正に作成されているものと認められる。

記

健全化判断比率 平成２０年度 早期健全化基準 備 考

① 実質赤字比率 ― １３．４２（％）

② 連結実質赤字比率 ― １８．４２（％）

③ 実質公債費比率 １７．２（％） ２５．０ （％）

④ 将来負担比率 １００．３（％） ３５０．０ （％）
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（２）個別意見

① 実質赤字比率について

平成２１年度の実質収支は、５億１３６１万３千円の黒字であり、問題ない。

② 連結実質赤字比率について

平成２１年度の連結実質収支が、９億７０９４万２千円の黒字であり、問題ない。

③ 実質公債費比率について

平成２１年度の実質公債費比率は、１７．２％となっており、早期健全化基準の２５．０％

と比較すると、これを下回っている。

④ 将来負担比率について

平成２１年度の将来負担比率は、１００．３％となっており、早期健全化基準の３５０．０

％と比較すると、これを下回っている。

（３）是正改善を要する事項

実質公債費比率については、平成２１年度決算において１７．２％となり、地方債の許可

基準である１８％を下回ったため、特になし。

平成２１年度 水道事業会計経営健全化審査意見書

１ 審査の概要

この経営健全化審査は、町長から提出された資金不足比率及びその算定基礎となる事項を

記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。

２ 審査の結果

（１）総合意見

審査に付された下記、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、

いずれも適正に作成されているものと認められる。

記

比 率 名 平成２１年度 経営健全化基準 備 考

① 資金不足比率 ― ２０．０（％）
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以上、一般会計決算及び財政健全化法に基づく２つの審査意見につい代表監査委員（渋谷正誼君）

て申し上げました。

しかして現在、行財政改革に取り組んでいるわけでございますけれども、先程の健全財

政の指標に見られるとおり、徐々に改善されつつあるというのが町の実態ではないかと考

えております。

もちろん、これは町民の皆さん方のご努力、ご協力もあるわけでございますけれども、

この先頭に立って、活躍いただきます議員の皆様方、また町当局の関係者のご努力を高く

評価させていただき、心から経緯を表しまして、私からの報告とさせていただきます。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

以上で決算審査報告を終わります。大変にご苦労様でした。議 長（久保秀雄君）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

お諮りいたします。議 長（久保秀雄君）

認定第１号から認定第１２号までの質疑以降については、後日の本会議において審議し

たい思いますが、これにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（久保秀雄君）

よって、認定第１号から認定第１２号までの質疑以降については、後日の本会議におい

て審議することに決定いたしました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

この際、休憩いたします。１１時４５分から、再開いたします。議 長（久保秀雄君）

（１１時３０分 休憩）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

－ 暫時休憩中に議会運営委員会が開催された。 －

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

（１１時４５分 再開）

休憩前に引き続き、会議を開きます。議 長（久保秀雄君）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

先程、開催されました議会運営委員会の報告をさせていただきます。議 長（久保秀雄君）

本日の議事日程では、一般質問者は２人の予定となっておりましたけれども、町長が諸

用で出席できません。

したがいまして、本日の一般質問については１人とし、もう１人については明日以降に

繰り延べさせていただくということに決定いたしましたので、ご理解をいただきたいと思

います。

よろしくお願い申し上げます。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
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日程第１４ 一般質問

通告順序１ ６番 林 一 彦 １．赤谷プロジェクトへの対応

日程第１４、一般質問を行います。議 長（久保秀雄君）

一般質問については、８名の議員より通告がありました。

本日は、１名の議員の質問を許可いたします。

６番林一彦君の質問を許可いたします。６番林一彦君。

（６番 林 一彦君登壇）

議長より許可を頂きましたので、通告にしたがいまして一般質問をいたし６ 番（林 一彦君）

ます。質問は、 であります。ＡＫＡＹＡプロジェクトに対するみなかみ町の対応について

「赤谷プロジェクト」は、みなかみ町北部、それから新潟県との県境に広がる約１万ヘ

クタールの国有林「赤谷の森」を対象に、地元住民で組織いたします「赤谷プロジェクト

地域協議会 、それから林野庁関東森林管理局、そして日本自然保護協会の３つの中核団体」

が協働して、生物多様性の復元、それと持続的な地域づくり、これを進める取り組みであ

ります。

赤谷の森は自然環境が変化に富み、人と森林の関わり方も多様です。

森の入口から主稜線までの標高差はおよそ１４００メートル。周囲を囲む岩峰と奥山に

広がるブナ、ミズナラ、トチノキ等の自然林、標高の低い地域には人工林や、かつて薪炭

の林だったコナラ林が広がっております。希少種であると共に生態系のアンブレラ種であ

るイヌワシ、クマタカ、ツキノワグマなどの生息地にもなっております。

利根川の上流域にある赤谷の森は、地域の重要な水源の森であると共に、首都圏の水源

にもなっています。

また、歴史ある温泉が点在し、エリア中央部にはかつて交通の要路でありました旧三国

街道が通じており、古くから人びとと深く関わってきた森林であります。

正式名称は「三国山地／赤谷川・生物多様性復元計画」と言いまして、利根川の支流、

赤谷川上流域一帯で行われることから 「ＡＫＡＹＡ（赤谷）プロジェクト」と呼んでおり、

ます。

このプロジェクトが誕生するまでには、いくつものプロセスがありましたので、ここで

成り立ちから現在までの経緯、これを簡単に述べさせて頂きます。

１９８３年（昭和５８年） 新治村議会において「三国山系開発促進計画」が採択。

５年後の昭和６３年、国土計画㈱により 「 仮称）猿ヶ京スキー場」が計画されます。、（

２年後の平成２年に赤谷の森内に川古ダム実施計画調査が行われます。

これに伴いまして 「新治村の自然を守る会（以下、守る会 」が発足し、日本自然保護、 ）

協会と共に活動を行ってきております。

１９９０年１１月 「守る会」は、新治村と村議会に「三国高原猿ヶ京森林空間総合利用

整備事業計画に含まれる三国高原猿ヶ京スキー場（仮称）の白紙撤回を求める要望書」を

提出されました。
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１９９１年１月 日本自然保護協会・ 守る会 、猿ヶ京スキー場計画地一帯を視察。「 」

イヌワシの並列飛行を確認。

日本自然保護協会 「守る会」に対する猛禽類調査活動研修開始。、

１９９１年８月 「守る会 「新治村の自然を考えるシンポジウム」を開催。」、

１９９１年９月 「守る会」村民調査団を結成して猛禽類調査活動を開始いたします。

１９９３年４月 建設省関東地方建設局川古ダム工事事務所が開設。

１９９３年１０月 守る会では、川古ダム計画地においてイヌワシの営巣地を発見、日本

自然保護協会と共同での生態調査を開始。

１９９３年１２月 日本自然保護協会、林野庁前橋営林局に意見書を提出。

１９９５年４月 日本自然保護協会・守る会が、法師沢でクマタカの繁殖を確認。

このような活動を展開し続けていく中で、５年後の２０００年、平成１２年１月に株式

会社コクド「猿ヶ京スキー場」計画中止を表明。

２０００年９月 建設省関東地方建設局は 「事業評価監視委員会」において川古ダム計画、

中止を決定。

ダム計画中止に伴い、翌年、日本では初めての取り組みで、建設省がダム建設中止を決

定した地域を他の省である農水省の林野庁がフォローする形で「赤谷の森 「緑の回廊 三」

国線」として設定いたしました。

これに併せて、日本自然保護協会が、自然保護講座「自然を活かした地域づくりを考え

る」を旧新治村で開催。

その２年後の２００３年（平成１５年 、３回の準備会議を重ね、９月に「赤谷プロジェ）

クト地域協議会」発足。そして第１回地域説明会開催。その２ヶ月後、第１回企画運営会

議を開催。

そして翌年、林野庁関東森林管理局長と日本自然保護協会理事長が、赤谷プロジェクト

地域協議会立ち会いのもと 「三国山地／赤谷川・生物多様性復元計画推進のための協定」、

を締結いたしました。

その後、２００４年４月 赤谷の森に林野庁赤谷森林環境保全ふれあいセンターが開設

され、自然再生指導官４名が赴任されました。

同年８月 「赤谷プロジェクト自然環境モニタリング会議」が設置。

同年９月 小出俣エリアに自然林復元試験地（スギ間伐）第１号を設置。

２００７年 「旧三国街道フットパス網計画」を開始。

地域の水源の森 保全活動「ムタコの日」開始。

２００８年 環境教育・関東ミーティング２００８アカヤを開催。

２００９年 茂倉沢で通称「２号治山ダム」の一部撤去を実施。

これにより、渓流環境の復元を図っております。

２０１０年 ６年間の成果に基づき、赤谷の森の管理の考え方をまとめた「赤谷の森・基

本構想」を策定。以上が経緯です。

現在、赤谷プロジェクトでは、地域協議会地元会員が約５０名、サポーターとして東京

・埼玉・千葉・神奈川等から約６０名、また日本自然保護協会や赤谷センター職員等で組
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織されております。

環境教育・地域づくり・渓流環境復元・猛禽類モニタリング‥植生管理など７つのワー

キンググループに別れ、各分野の専門家とともに活動を展開しております。

毎月２日間の「赤谷の日 「ムタコの日」による緑のダム実験、サル群の追跡調査、水」、

源の濁度調査、猛禽類のモニタリング等、年間７５日ほどの活動を行っております。

この「赤谷の森」のモニタリングについては、全国的にも類を見ない、総合的で長期的

な活動であります。その成果は、豊かな森づくりだけでなく、地域の教育、エコツーリズ

ムなど、あらゆる活動の基盤となり、みなかみオリジナルの魅力を高めるために活用しま

す。

また、この赤谷プロジェクトの取り組みにつきましては、その準備段階から注目され、

多くのメディア等に紹介されてきました。

上毛新聞を始めとして、朝日新聞・毎日新聞・読売新聞・産経新聞・日経新聞等に何度

も取り上げられ、また、テレビではサイエンスＺＥＲＯ（ＮＨＫ教育）で「赤谷の森 多

様な生態系を守れ！」や、さわやか自然百景（ＮＨＫ総合 「谷川連峰 赤谷の森 、同じ） 」

く（ＮＨＫ教育 「モリゾー・キッコロ 森へ行こうよ！」では隔週で１２回にわたり地元）

小学校の子供たちが出演し、赤谷の森の自然や動物を楽しく勉強しました。

また、衆議院議員党環境部会長、加藤修一氏は、衆議院議員会館でパバン・スグデブ博

士、ジョシュア・ビショップ博士、名古屋大学の林希一郎教授と生物多様性の重要性など

について意見交換をいたしました。

スグデフ、ビショップ両博士は、１０月に名古屋市で開催されました「生物多様性条約

」 、 「 」第１０回締結国会議 に関連して ドイツ政府とＥＵが進めている 生物多様性の経済学

プロジェクトのトップメンバーであります。

この意見交換の中で加藤修一氏は 「赤谷プロジェクト」という生物多様性の渓流復元事、

業を紹介しまして、スグデブ博士は大変に大きな関心を示されました。

この辺で赤谷プロジェクトの説明や紹介は終わりにしまして、質問に入らさせていただ

きます。

みなかみ町は観光と農業を基幹とした町であり 「谷川連峰、水と森の防人宣言」をし、、

森を育み生命を運ぶ利根川源流の町みなかみを謳っております。

「水と森を育むエコタウンみなかみ」を策定し、また「みなかみ・水・ 環境力』宣言」『

を行い、全世界に素晴らしい環境の町みなかみを発信しております。

このみなかみ町として、この環境の「赤谷プロジェクト」に対する考え、そして今後の

対応についてお伺いいたします。

まず始めに、この「赤谷プロジェクト」６年の実績に対して、どう評価をしているのか

お聞きしたいと思います。

町長岸良昌君。議 長（久保秀雄君）

（町長 岸 良昌君登壇）

ただ今の林一彦議員の質問に答えさせていただく前に、本日の議会運営につい町 長（岸 良昌君）

て、ご配慮をいただいたことに改めて感謝を申し上げます。
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本日３時から、全国のエージェントやメディア等を集めて、群馬県知事が中心になって行い

ますデスティネーションキャンペーン（以下ＤＣ）に向けての広報というのが、グリーンドー

ムで行われますので、積極的にＤＣに取り組み、そしてまた、観光振興を図っているみなかみ

町として参加したいということで参加しておりますので、私も出掛けさせていただきたいと思

っていたところでございます。有り難うございます。

さて、赤谷プロジェクトの対応についてでございます。ただ今、歴史から説き起こしてお話

がございました。

今の質問に答える前にですね、おそらく質問をされている林議員、ご心配なのだろうと思い

ますので率直に申し述べますと、先ほど話に出てまいりました三国スキー場の開発、それから

川古ダムの開発、これにつきましては、ちょうど平成５年、６年、７年と、私が県の地域整備

課長という形でリゾート推進並びに水資源担当をやっておりました。

端的に申し上げますと、川古地域におけるスキー場開発について、大規模の審査をし、許認

可をするという県の窓口であるという立場でございましたが、一方でリゾートの担当課長でも

ございました。そんなことで現地にも入っておりますし、その時のスタンスということについ

ては、押して知るべきだろうと思っております。

もう１点、イヌワシ、クマタカ、猛禽類の話もございました。

ちょうど同じ時期でございますけれども、上野村の揚水式発電所の計画がありまして、調査

が始まりました。当然、環境評価について県知事が同意をしないからには、上野村の揚水発電

所のダムも着工できませんので、その調査、これは野鳥の会であるとか、その他の調査等を開

発者であります東京電力が持ってきたものを県として見て、それを周りの方に審査していただ

く、ご意見を聞くという立場でございました。

あれにつきましては、どういう理由か、イヌワシもクマタカも対応ができるという結論にな

ったわけでございます。同時にその時に川古ダムの調査事務所が動いておったのも承知してお

りますし、野鳥の会を始めとする調査団体、上野村の方も新治村の方も同じ人間、あるいは同

じ団体が関与していたということも承知しておりますので、その辺の若干の経緯も承知してお

ります。

そんなことで町長としての、現在の私の立場と赤谷プロジェクトに対する評価ということを

大変に心配されているのだろうと、今の歴史をお聞きする中で思ったわけでございます。

今の質問に、今答えられるかどうか分かりません。唯一思っておりますのは、自然林の復元

事業と言うものを林野庁が取り組んでいるという、先駆になっているということについては、

一言でいうと素晴らしいことだと思っているわけです。

というのも、これも平成２年度、３年度の話ですけれども、群馬県の土地改良課長としまし

て、国の調査、その他で林野庁の方とも一緒に現地を歩いたことがあります。

その時に、あの時も利根沼田地域だったと思いますけれども、林野庁の方の見方は 「まだ、、

あそこは人工林になっていない 」という見方をされて、同じバスの中で私は、あそこはまだ圃。

場整備が出来ていないという見方をしていましたので、林野庁の補佐ですけれども 「林野庁と、

、 。」 、いうのは まだ自然林を人工林に変えようという施策を打っているのですか と言った途端に

、 、 、やはり農地も区画をきちっと整備したものだけではなくて 棚田を残すとか 歴史を残すとか
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あるいは自然環境に配慮した整備であるとか、ちょうど動いていた時でしたので、意見交換さ

せてもらった思い出があります。

そんなことで、赤谷プロジェクト、もっと大きなプロジェクトということですが、何にして

も、林野庁が先駆的に率先的に、先程議員のおっしゃいました取り組みをしておるという地域

であるということについては重々承知しておるところでございます。

ただ今の質問、話しているうちにどのポイントをお答えすべきかというのが分からなくなっ

てきましたけれども、赤谷プロジェクト全体の評価といたしましてですね、答弁を用意しまし

たのは、先程、議員が質問の中でおっしゃいました構成団体であるとか、あるいは今までの実

績、モニタリング、ワーキンググループ等のことを述べておりますが、環境教育について、既

に赤谷プロジェクトの方で発表していらっしゃいますように、平成１９年度の活動報告により

ますと、地元の猿ヶ京小学校あるいは千葉の中学校などの児童生徒を利根実業の高校生等に、

延べ２７６人の参加でいわゆる一般の方４７名を加えて、自然散策等を行ったということも聞

いております。

、 、 、プロジェクトの実績という意味ですが 活動については国有林をステイジとして 学術から

地域づくりにまで及ぶ幅広い時期に使用されている。また、その成果として、赤谷の森基本構

想が取りまとめられ、今年度末の改訂を予定されてる。国有林の森林計画に反映されるという

ようなことと、それから、生物多様性保全、それから地域住民の声をもとにした国有林の森林

計画が編成するという誠に先進的なものという事で、一言で申し上げますと、高く評価してい

るいうことでございます。

実情について、もう一息、本当に理解をしているのかというご指摘はあろうかと思います。

これについては機会をとらえて、今までも赤谷プロジェクトの方々と何度かお話をさせても

らったこともございますし、あるいは町のイベント等で赤谷プロジェクトの方が活動報告をさ

れている姿も見ております。

またそういう時点で、ぜひ現地の活動を含めて見て欲しいという要望もいただいております

ので、そういう事も考えていくべきかなと思ってるところです。

評価というご質問でございました。客観的な形で評価をしているということはお答え出来る

わけですけれども、その内実ということについても意識しながら、これからさらに勉強してい

きたいというふうにも思っております。まず第一の質問にそこまでお答えいたします。

６番林一彦君。議 長（久保秀雄君）

（６番 林 一彦君登壇）

次に、赤谷の森エリアにいる猛禽類の貴重な生息地であるということをどう考６ 番（林 一彦君）

えているか。そして、赤谷プロジェクトをから提供されているサル群の追跡調査等のデータな

どはどう活用しているのかをお聞きいたします。

町長岸良昌君。議 長（久保秀雄君）

ただ今のご質問です。町 長（岸 良昌君）

まさにイヌワシというのが食物連鎖の頂点にいると、イヌワシがいるという所は、その地域

の自然の豊かさを示しておると、これは先ほど申した機会に勉強したことでございます。

もちろんのことながら、先ほどお話がありましたように、赤谷プロジェクト、このエリアに
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おいて、イヌワシ、クマタカが生息し、それはその地域が多様な植物がいて、尚且つその中の

自然が多様であるということの現れであるということについては承知しております。

したがいまして、一言でいえば、わが町にすばらしい自然・財産がある、また、これを将来

、 。に向かって残していかなきゃいけない これについては重々承知しているところでございます

また、サルの調査の話についてお話がありました。赤谷プロジェクトから永井のサル群の生

息調査をされておりまして、データをいただいているということについては、確認しておりま

す。

この活用方法についてでございますけれども、ちょっと答弁を離れさせていただきますが、

水上地区において有害鳥獣が非常に増えている、これを何とか駆除したいという事で、先般も

利根森林事務所の懇談会で申し上げてきたわけですけれども、特にサルの個体数調整、分かり

やすく言うと駆除ですけれども、これについては調査登録をされているものの１５％を上限と

するという話がありまして、今も新治地区ということになりますと、県が平成１４年に調査し

た数字約１００頭というものが、その前提の数字となっています。

したがいまして、新治地区においては旧町村単位で行われていますので新治地区という言い

方になりますが、いくら駆除計画を立てても、１５頭以上の駆除計画が立てられないというの

が現況でございます。

これについて実は今、林議員が言われる自然保全という観点と同等だと思いますけれども、

つまりあの地区に８５頭いるべきだという自然環境視点からの論旨であれば、２００頭がいた

ときには、１１５頭駆除するのが自然体系を保護することではないかという議論はいたしまし

たけれども、この議論はやはり、自然環境保全を業務としている自然環境課には受け入れても

らえないということが分かりました。

答弁に入ります。現在、今年度、県の方が特に新治地区のサルの生息調査を実施しておりま

す。これは国の協力も仰いでやっている調査でございますけれども、これについて全群を対象

に生息調査を行います。

主に新しく出没している地域が中心になるために若干、今表に出ているというものより奥で

ございますので、永井群のデータについては赤谷プロジェクトからいただいているデータを活

用させて県の調査の中に生かしていただくと、そのことによって生息実態が把握され、生息管

理計画の今後の計画に生かしていくことが出来るということになりますので、全体としての効

果的なサル群の捕獲や群れの管理のために活用されることになると思っております。

６番林一彦君。議 長（久保秀雄君）

（６番 林 一彦君登壇）

このサル群のデータ等は有効に使っていただきまして、できれば、群れがどこ６ 番（林 一彦君）

どこの地区の近くまで来ているのでと注意を促すような住民の安全な生活に直結した活用がで

きると良いと思っておりますので、配慮をよろしくお願いしたいと思います。

また、質問なのですけれども、赤谷プロジェクトと町との窓口について、現状はどうなって

いるのかをお教え下さい。

町長岸良昌君。議 長（久保秀雄君）

先ほどお話がありましたように、赤谷プロジェクトの活動が非常に多岐にわた町 長（岸 良昌君）
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。 、 。っております 林業という視点もございますし 生物多様性を含む環境という話もございます

そしてまた、多くの方に来て頂いているという観点で観光との連携もあろうと思いますし、

また、教育という観点からの接点もあります。

総合的に対応しておるということでございますが、現実は観光商工課の担当が各地の連絡に

入っているというのが実態でございます。現況としては今申し上げたとおり、それぞれの場面

において必要なところは対応しているというのが現況でございます。

６番林一彦君。議 長（久保秀雄君）

（６番 林 一彦君登壇）

私も聞いたところ、観光商工課が窓口になって会議に何回か顔を出していると６ 番（林 一彦君）

いうようなお話を聞いております。

できれば多様な行動、活動をしておりますので、横断的に考えていただきまして、農政課で

すとか、環境課ですとか、水道課ですとか、いろいろ横断的に対応していただきたいなと思っ

ています。

、 、 、そして 今まで町としては そうした形でオブザーバー的な参加だけだったのですけれども

これからは、赤谷プロジェクトと定期的な協議の場が必要と考えますがいかがでしょうか。

町長岸良昌君。議 長（久保秀雄君）

ただ今の件について、お答えいたします。町 長（岸 良昌君）

定期的な協議ということですけれども、今までも必要に応じて、各方面と調整してきたと理

解しております。定期的な調整が必要だということであれば、相談して、その機会を設けると

いうことについては、やぶさかではございません。

なお、その時に、今ご指摘がありましたように、窓口という観点で言いますと、先ほどもご

説明がありましたように構成団体、あるいは活動の範囲が非常に広いということがありますの

、 、 、 、で 例えば 今お話のあった協議の場を設けるのに どこが窓口になるかという時については

先ほどからのお話の中で多面的にわたるけれども、環境という切り口があるということでござ

、 、いますし 環境課という組織も特に今はアメニティーの検討等を中心に行っていますけれども

当然、環境課でございますし、環境に関する窓口という事で、環境課を表に立てて、必要なと

ころがメンバーとなり、必要があれば、赤谷プロジェクトと協議をするということでやってい

きたいと思います。

６番林一彦君。議 長（久保秀雄君）

（６番 林 一彦君登壇）

町といたしましても、県を通じて生物多様性について、何か良いことをしなさ６ 番（林 一彦君）

いというのが少し前から、言葉として指示されていると思いますけれども、生物多様性という

言葉で何をしていいのか分からないので、何もしていないというのが日本全国の現状だと推測

させていただいています。

しかし、みなかみ町には、この生物多様性を何とかしようじゃないかという国のプロジェク

トが直接来ているわけでございますので、それを使わない手はないかなと思うわけです。

それについていかがでしょうか。

町長岸良昌君。議 長（久保秀雄君）
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端的に申し上げて、ご指摘のとおりだと思います。生物多様性、議論をなされ町 長（岸 良昌君）

ているけれども、具体的施策というのは、特に基礎自治体の単位でいくと少ないのであろうと

思います。

先程、お話のありましたグリーンツーリズムだとか、エコツーリズムという視点で生物多様

性との接点を求めていく、エコツーリズムやグリーンツーリズムに活用できないかと切り口に

なろうかと思います。

生物多様性の検討が進んでいないというのは率直に申し述べさせていただきます。

と言いますのは、日ごろの業務の中で、目の前に対応することが多々ありまして、次の展開

ということをそれぞれの現下の段階で検討するというのはなかなか難しくなっているというの

が現状だと思います。その時に目の前にそういうこともフィールドがあり、専門家がいるので

あるから、よく活用してはどうかということでございます。

生物多様性という表現で上げれば、次の展開はともかく、まず環境課で勉強してもらおうか

ということになろうかと思いますので、先ほどの答弁と重複いたしますけれども、環境課を窓

口にして、改めて生物の多様性について、町として、どこまでフォローするのか、活用の可能

性はどうなのかということをまず検討を始めさせたいと思っております。

６番林一彦君。議 長（久保秀雄君）

（６番 林 一彦君登壇）

今、環境課の話が出ましたが、今年４月から新しく設置されました環境課なの６ 番（林 一彦君）

ですけれども、現在、廃棄物ですとか、水質とか、公害系のことで事務作業等を一生懸命やっ

ていただいておりますが、それと並行して、環境の資源を監査していただければなぁと思うの

ですけれども。

、 、 、できれば ここ数年の内にみなかみ町にある環境的な価値ある資源を リストアップしたら

これが良いのではないかと思います。

どこにこういう湧水があるかとか、自然湧出の温泉などもそういったところの資源というこ

とでは最たるものなのですけれども、そういった社会資本になり得る資産がどこにあるのかと

いうのを合併して５年経ったなかで、そろそろもう徹底的にはっきりした方がこれは面白いの

かなと思うのですけれども、いかがでしょうか。

町長岸良昌君。議 長（久保秀雄君）

先ほどちょっと申しましたようにアメニティをどうするのか、あるいは合理的町 長（岸 良昌君）

な、効果的なごみの収集について、どうするのかというのも検討していることは間違いありま

せんが、今回、一ノ倉沢の活用といいますか、規制という言い方になりますか、本当に味わっ

てもらうのは何が良いのであろう、観光的側面もありますけれども、環境ということで積極的

に対応してもらっているところです。

したがって、環境課は出来たばかりですし、いわゆる環境という面の活動を今後、拡大して

いく必要があると思っているところです。

その中で、今ご指摘のありました環境の観点から資源をということでございますけれども、

環境という言葉自体が非常に幅広くて、環境に関わる資源ということになるとどこまでなのか

と、非常に難しくなってまいります。
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どんな事も環境の資源であろうということになりますので、今は２点ほど、ご指摘のあった

湧水について、活用ということは産業化であるとか、観光への活用ということにつながると思

いますので、これをどうするかというのは有りますけれども、まず、またご相談をしながら、

環境資源、その中の一つの物としてやるという事はあろうかと思っています。

ただし、温泉については少なくとも温泉ということで、今まで温泉事業の管理監督というと

語弊がありますけれども、リストアップということで出来上がっていると思いますので、改め

てというご指摘は、まだちょっと理解できないでいるというところでございます。

６番林一彦君。議 長（久保秀雄君）

（６番 林 一彦君登壇）

今、環境課について、一つ質問をさせてもらったのですけれども、この赤谷プ６ 番（林 一彦君）

ロジェクトの行っている事は本当に多岐にわたっております。

赤谷プロジェクトのメンバーの中には、そういった専門職、大学の教授ですとか、環境関係

のスペシャリストも数多くいて、そして毎月毎月、みなかみ町にやって来ているということで

すので、本当にもったいないと思っています。

出来れば、そういった彼らを利用をして、国から赤谷プロジェクトというのが来ていて、何

か、林があんなふうに言っていたので苦になったなんて考えないでですね、そういった彼らを

利用して、いろいろ相談し合えばですね、今、山積している当町の問題の何処とどこに光が当

たるのか、解決策が見出していけるのではないかというところも話し合っていければと思うの

ですけれども。そういったところの指示をするつもりとかはございますか。

町長岸良昌君。議 長（久保秀雄君）

先ほどの事ともつながるのですけれども、各課それぞれが問題を抱えていて、町 長（岸 良昌君）

それに対して、どう対応しようかと、何とか検討委員会だとか、研究会だとか、いろいろとあ

り得ると思いますけれども、いわゆる政策を展開するというところに十分力を入れるにはなっ

ていないと率直に申し上げました。

それで赤谷プロジェクトにこういう人がいるから、その人にお願いして、こういうことをや

ろうかというよりも、それぞれの課題、これを解決する時に専門家の意見、環境関係の方もい

らっしゃるでしょうし、その他の方もおられるでしょうし、そういう方々をお呼びして経験を

生かすというのは当然のことです。

そういう中の広報の中に、みなかみ町を知っていらっしゃる、訪問する機会も多いという方

を委員なり、ご意見を聞くときにお願いするということは当然あろうかと思います。

ですから、赤谷にこういう人がいるから、こういう人を立ててというよりは、町内の課題解

決の時に有識者の一環として、赤谷プロジェクトに参加されている方もお手伝いをいただくと

いうことはあろうかというふうに思います。

６番林一彦君。議 長（久保秀雄君）

（６番 林 一彦君登壇）

私が思うに、毎月来てもらって、２日間活動して、３時半頃帰られるのであれ６ 番（林 一彦君）

ば、そこに行って、ここ２時間くらい役場に寄って話をして行けよみたいな、そういった利用

の仕方があるのかなと思うわけです。
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いろいろの活動の中で、グリーンツーリズムですとか、エコツーリズム、そして先ほど町長

の答弁の中にあった地元の小学校の遠足の時にそういった赤谷エリアを歩いてもらって、環境

、 、教育をしたりというような所もありますので 上手くそういったところを町の事業と連携して

赤谷プロジェクトをみなかみ町のピーアールのアイテムとして使っていければ、有難いかなと

思っております。

最後になりますけれども、この赤谷プロジェクトをみんな本気になってやっていますし、地

元といっても、本当に沼田ですとか、渋川の方からも通って、手弁当で活動している方もたく

さんいらっしゃいます。

ぜひ、そういった方々も含めて、各課でこの赤谷プロジェクトを視察のための日程を組んで

いただくことを期待してですね、また赤谷プロジェクトをぜひ町のために有効に活用した方が

得策なのかなということがどうしても言いたくて、今回の一般質問という形でさせていただき

ました。

ぜひ、皆さんで視察していただけることを希望しまして、一般質問を終わりにさせていただ

きます。有り難うございました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

これにて、６番林一彦君の質問を終わります。議 長（久保秀雄君）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

以上で本日の議事日程第１号に付された案件はすべて終了いたしました。議 長（久保秀雄君）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

散 会

明日、９月９日は、午前９時より一般質問を再開いたします。議 長（久保秀雄君）

本日は、これにて散会いたします。大変にご苦労さまでした。

（ １２時２５分 散会 ）
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